
【評価実施概要】
（優れている点）

21 年 3 月 30 日 21 年 6 月 2 日

（特徴的な取組等）

【情報提供票より】

20 年 3 月 1 日 【重点項目への取組状況】
（前回の評価結果に対するその後の取組状況）

11 人 1 人 人) 今回が初めての評価です。

（２）建物概要

（今回の自己評価の取組状況）

～

（３）利用料等 (介護保険自己負担分を除く）

円 円 （運営推進会議の取組状況）

円

円 円

円 円

円

（家族との連携状況）

（４）利用者の概要 （ 3 月 30 日現在）

名 名 名

（地域との連携状況）

歳 歳 歳

（５）協力医療機関

自治会に加入し、事業所だよりを回覧してもらうと共に、地区の運動会や盆踊り、文化祭、ソフトボール
大会などに利用者と一緒に参加して交流されています。お大師参りや買い物、散歩の時に地域の人か
ら声かけがあり、世間話をされています。事業所の行事で収穫した野菜や花の種を近所に配ったり、さ
つま芋や花の差し入れがあることもあり、地域との関わりを深めておられます。

食　　費
朝食 昼食

協力医療
機 関 名

医科

歯科

しおん内科外科クリニック

田中デンタルクリニック

階建ての 1

おやつ

17,400

550

2

2

300

16

要介護５

女性

1

【外部評価で確認されたこの事業所の特徴】

3591600048

山口県山陽小野田市大字郡字浜３２３３番７

要介護４

〝横に座る、その人を知る、嘘をつかない、ゆっくりと穏やかに〟という４つのケアの柱の基に、日常の
生活の中で利用者に寄り添うことを心がけ、日々の会話に耳を傾けながら「寄り添い表」に記録して思い
や意向の把握に努めておられます。食事の盛り付けは利用者のペースで、職員はそれを支援しつつ見
守っていて、食事の時間が遅くなっても、その日、その時の状況に合わせ、利用者のペースやできる力
を大切にした支援をされています。芋掘り、らっきょう漬け、梅漬け、しそジュース、おはぎ、お好み焼き
づくり、カラオケ、書道、紙粘土、スケッチ、編み物、縫い物、潮の満ち干きや渡り鳥を眺めながらの散
歩、調理、盛り付け、掃除、畑づくりなどなど、多くの活躍できる場面をつくり、利用者一人ひとりの楽し
みごとや、気晴らし、張り合いのある生活の支援をされています。

週に１度、訪問歯科医による指導を受け、口腔ケア治療表に、治療状況の写真やコメントを記載して、家族に
説明されています。職員の研修体制を確立され、新人研修、月１回の全体研修、月２回の介護基本研修等の
法人内研修や、毎年、全職員に対して接遇研修を実施されています。外部研修も勤務の一環として参加の機
会を提供され、段階に応じて参加されています。全職員が受講できるよう同じ研修を２回実施され、研修参加
はポイント制で給与に加算されたり、資格取得のための助成も行なうなど、職員を育てる取り組みがなされてい
ます。

有

無

評 価 結 果 概 要 表

事業所名 グループホーム野の花

事業所番号

所在地

電話番号 0836-78-1810

非常勤 (常勤換算

2 階部分

償却の有無

鉄筋コンクリート及び木造 造り 

有 / 無

100,000家　　　賃

平均

保 証 金

敷　　金月額 45,000

月額

内訳

男性

その他の費用

94最高76

要支援２5

85 最低

常勤

ユニット数 2 利用定員計

12

ユニット

職員数 人

建物構造

医療法人　健仁会

訪問調査日

名称及び所在地

法人名

特定非営利活動法人やまぐち介護サービス評価調査ネットワーク
山口県山口市吉敷下東3丁目1番1号　山口県総合保健会館内

（１）組織概要

開設年月日

平成

評価機関の

人

評価確定日平成

平成

18

事業所だより、請求書、領収書、出納簿の写し、健康診断結果（医師のコメント記載）を送付されていま
す。面会時には家族ノート、アルバム、出納簿を家族に見てもらい、利用者の状態を伝えておられま
す。家族会を年４回（花見、旅行、秋まつり、クリスマス会）開催されたり、運営推進会議やケアカンファレ
ンスにも参加されています。年２回アンケートを実施して、家族から意見を聞かれるなど連携を図られて
います。

評価の意義を理解され、職員全員で自己評価に取り組まれています。評価を実施することで、一年間を
振り返り、理念の見直しや利用者の対応への見直しなど、具体的に意見交換をして改善に取り組まれ
ています。

自治会長（３地区）、公民館長、民生委員、市高齢障害課介護保険担当職員、地域包括支援セ
ンター職員、警察署員、消防署員、他のグループホーム管理者、利用者、家族、事業所代表、
職員等のメンバーで２ヶ月に１回開催されています。事業所の状況、利用者の状況、行事報告、
家族会等について説明し、意見交換してサービスに活かされています。

11.6

光熱水費 10,000円　共益費2,900円　日常生活費　3,000円　娯楽費　1,500円

夕食 550 100

年齢

18

要介護１

要介護２

要介護３

利用者数
6

6

特定非営利活動法人やまぐち介護サービス評価調査ネットワーク



グループホーム　野の花

取り組みの事実
（実施している内容・実施していない内容）

取り組みを期待したい内容
（すでに取組んでいることも含む）

1
(1)

○地域密着型サービスとしての理念
地域の中でその人らしく暮らし続けることを支えていく
サービスとして、事業所独自の理念をつくりあげてい
る。

「皆に優しく、共に楽しく地域の中でいつまでも自分らしく生活でき
る」という事業所独自の理念をつくっている。

2
(2)

○理念の共有と日々の取り組み
管理者と職員は、理念を共有し、理念の実践に向け
て日々取り組んでいる。

事業所だよりや書類等に理念を明記し、全職員が名札の裏に携帯
して理念を共有し、理念に沿ったケアの実践に取り組んでいる。

3
(7)

○地域とのつきあい
事業所は孤立することなく地域の一員として、自治
会、老人会、行事等、地域活動に参加し、地元の
人々と交流することに努めている。

自治会に加入し、事業所だよりを回覧してもらうと共に、地区の運
動会や盆踊り、文化祭、ソフトボール大会などに利用者と一緒に参
加し交流している。お大師参りや買い物、散歩の時に地域の人か
ら声かけがあり、世間話をしている。事業所の行事で収穫した野菜
や花の種を近所に配っている

4
(9)

○評価の意義の理解と活用
運営者、管理者、職員は、自己評価及び外部評価を
実施する意義を理解し、評価を活かして具体的な改
善に取り組んでいる。

評価の意義を理解し、職員全員で自己評価に取り組んでいる。評
価する事で一年間を振り返り、理念の見直しや、利用者の対応へ
の見直しなど、具体的に意見交換し、改善に取り組んでいる。

5
(10)

○運営推進会議を活かした取り組み
運営推進会議では、利用者やサービスの実際、評価
への取り組み状況等について報告や話し合いを行
い、そこでの意見をサービスに活かしている。

自治会長、公民館長、民生委員、市高齢障害課介護保険担当職
員、地域包括支援センター職員、警察署員、消防署員、他のグ
ループホーム管理者、利用者、家族、事業所代表、職員等のメン
バーで２ヶ月に１回開催している。事業所の状況、利用者の状況、
行事報告、家族会等について説明し、意見交換して、意見をサー
ビスに活かしている。

6
(11)

○市町との連携
事業所は、市町担当者と運営推進会議以外にも行き
来する機会をつくり、市町と共にサービスの質の向上
に取り組んでいる。

地域ケア会議やケアマネ協議会に参加し、地域包括支援センター
や、市高齢福祉課の職員と共に医療や介護のあり方について研修
し、サービスの質の向上に取り組んでいる。

評　価　結　果

Ⅰ．理念に基づく運営
　１．理念の共有

　２．地域との支えあい

　３．理念を実践するための制度の理解と活用

項目
○印　(取り
組みを期待
したい項目)

特定非営利活動法人やまぐち介護サービス評価調査ネットワーク



グループホーム　野の花

取り組みの事実
（実施している内容・実施していない内容）

取り組みを期待したい内容
（すでに取組んでいることも含む）

項目
○印　(取り
組みを期待
したい項目)

7
(16)

○家族等への報告
事業所での利用者の暮らしぶりや健康状態、金銭管
理、職員の異動等について、家族等に定期的及び
個々に合わせた報告をしている。

事業所だより、請求書、領収書、出納簿の写し、健康診断結果と医
師のコメントを記載したものを送付している。面会時には、家族ノー
ト、アルバム、出納簿を家族に見てもらい、利用者の状態を伝えて
いる。家族会を年４回開催し、運営推進会議やケアカンファレンス
にも参加している。

8
(18)

○運営に関する家族等意見の反映
家族等が意見、不満、苦情を管理者や職員ならびに
外部者へ表せる機会を設け、それらを運営に反映さ
せているとともに、相談や苦情を受け付ける窓口及び
職員、第三者委員や外部機関を明示し、苦情処理の
手続きを明確に定めている。

運営推進会議、ケアカンファレンス、家族会時、面会時、家族ノート
等や、年２回アンケートを実施して意見や要望を聞き、運営に反映
させている。要望・相談窓口、担当者、外部機関、第三者委員を明
示し、苦情処理の手続きを明確に定めている。玄関に意見箱を設
置している。

9
(20)

○柔軟な対応に向けた勤務調整
利用者や家族の状況の変化、要望に柔軟な対応が
できるよう夜間を含め必要な時間帯に職員を確保す
るための話し合いや勤務の調整に努めている。

利用者の状況の変化に応じた対応ができるよう勤務の調整に努め
ている。職員の急な休みや、必要時には職員間の勤務交代や、隣
接の施設からの支援で対応している。

10
(21)

○職員の異動等による影響への配慮
運営者は、利用者が馴染みの管理者や職員による支
援を受けられるように、異動や離職を必要最小限に
抑える努力をし、変わる場合は利用者へのダメージを
防ぐ配慮をしている。

法人の３箇所のグループホーム内での異動はあるが、馴染みの職
員がケアに当たるよう心がけている。新しい職員が入った時には、
利用者、家族に説明し、重複勤務を１週間程度行い、利用者への
ダメージを防ぐようにしている。

11
(22)

○職員を育てる取り組み
運営者は、管理者や職員を段階に応じて育成するた
めの計画をたて、法人内外の研修を受ける機会の確
保や、働きながらトレーニングしていくことを進めてい
る。

新人研修、月１回の全体研修、月２回の介護基本研修等の法人内
研修や、毎年全職員に接遇研修を実施している。外部研修は勤務
の一環として参加の機会を提供している。事業所独自の勉強会も
月１回行なっている。研修受講後は、報告書を提出し、回覧して、
全職員で共有している。研修参加はポイント制であり、給与に加算
されている。資格取得のための助成も行ない、職員を育てる取り組
みをしている。

12
(24)

○同業者との交流を通じた向上
運営者は、管理者や職員が地域の同業者と交流する
機会を持ち、ネットワークづくりや勉強会、相互訪問
等の活動を通じて、サービスの質を向上させていく取
り組みをしている。

山口県宅老所・グループホーム連絡会、宇部小野田地区連絡協
議会の研修に参加し情報交換や交流をしている。運営推進会議に
近隣のグループホームに参加してもらい、情報交換し、サービスの
質を向上させていく取り組みをしている。

　４．理念を実践する為の体制

　５．人材の育成と支援

特定非営利活動法人やまぐち介護サービス評価調査ネットワーク



グループホーム　野の花

取り組みの事実
（実施している内容・実施していない内容）

取り組みを期待したい内容
（すでに取組んでいることも含む）

項目
○印　(取り
組みを期待
したい項目)

13
(31)

○馴染みながらのサービス利用
本人が安心し、納得した上でサービスを利用するた
めに、サービスをいきなり開始するのではなく、職員
や他の利用者、場の雰囲気に徐々に馴染めるよう家
族等と相談しながら工夫している。

居室に空きがある場合は、入居希望者に１泊２日程度の体験入居
をしてもらうことがある。本人や家族に事業所を見学してもらい、他
の利用者と一緒にお茶を飲むなどして、場の雰囲気に徐々に馴染
めるように工夫している。

14
(32)

○本人と共に過ごし支えあう関係
職員は、本人を介護される一方の立場におかず、一
緒に過ごしながら喜怒哀楽を共にし、本人から学んだ
り、支えあう関係を築いている。

味噌作り、らっきょう漬け、野菜の育て方、食べ方などを利用者から
教わったり、時にはいたわってもらったりして、利用者と職員は日々
の生活を共にし、支えあう関係を築いている。

15
(38)

○思いや意向の把握
一人ひとりの思いや暮らし方の希望、意向の把握に
努めている。困難な場合は、本人本位に検討してい
る。

日常の生活の中で利用者に寄り添うことを心がけ、日々の会話に
耳を傾け、行動や表情に気配りし、気づいたことを寄り添い表に記
録し、思いや意向の把握に努めている。

16
(41)

○チームで作る利用者本位の介護計画
本人がより良く暮らすための課題とケアのあり方につ
いて、本人、家族必要な関係者と話し合い、それぞれ
の意見やアイディアを反映した介護計画を作成して
いる。

ケアカンファレンスには、本人や家族に参加を呼びかけ、意見を聞
いている。家族会や面会時にも意見や要望を聞き、担当者やリー
ダー、その他職員でケース記録や個人連絡帳を参考にして、意見
やアイディアを反映した介護計画を作成している。

17
(42)

○現状に即した介護計画の見直し
介護計画の期間に応じて見直しを行なうとともに、見
直し以前に対応できない変化が生じた場合、本人、
家族、必要な関係者と話し合い、現状に即した新たな
計画を作成している。

月に１度、担当者が介護計画の評価、反省を行い、３ヶ月に１回、
モニタリングを実施し、職員間で話し合い、見直しを行っている。状
態に変化が生じた場合は、その都度見直し、現状に即した新たな
計画を作成している。

18
(44)

○事業所の多機能性を活かした支援
本人や家族の状況、その時々の要望に応じて、事業
所の多機能性を活かした柔軟な支援をしている。

受診の付き添いや送迎の支援、利用者個々の外出支援など、要
望に応じて柔軟に支援している。医療連携体制をとっており、医療
面での支援をしている。

Ⅱ．安心と信頼に向けた関係づくりと支援
　１．相談から利用に至るまでの関係づくりとその対応

　２．新たな関係づくりとこれまでの関係継続への支援

Ⅲ．その人らしい暮らしを続けるためのケアマネジメント
　１．一人ひとりの把握

　２．本人がより良く暮らし続けるための介護計画の作成と見直し

　３．多機能性を活かした柔軟な支援

特定非営利活動法人やまぐち介護サービス評価調査ネットワーク



グループホーム　野の花

取り組みの事実
（実施している内容・実施していない内容）

取り組みを期待したい内容
（すでに取組んでいることも含む）

項目
○印　(取り
組みを期待
したい項目)

19
(49)

○かかりつけ医の受診支援
本人及び家族等の希望を大切にし、納得が得られた
かかりつけ医と事業所の関係を築きながら、適切な医
療を受けられるように支援している。

利用前のかかりつけ医での医療が受けられるよう家族と協力して通
院支援を行い、情報伝達に心がけている。月１回法人のクリニック
で定期健診を受けている。月２回の訪問診療もあり、複数の医療機
関との連携を図り、適切な医療が受けられるよう支援している。

20
(53)

○重度化や終末期に向けた方針の共有
重度化した場合や終末期のあり方について、できるだ
け早い段階から本人や家族等ならびにかかりつけ医
等と繰り返し話し合い、全員で方針を共有している。

重度化及び看取りに関する指針を定め、早い段階から家族、医
師、職員を交えて話し合いを行なっている。法人のグループホーム
が合同でターミナルケアの研修を実施している。看取りの経験もあ
る。

21
(56)

○プライバシーの確保の徹底
一人ひとりの誇りやプライバシーを損ねるような言葉
かけや対応、記録等の個人情報の取り扱いをしてい
ない。

接遇マニュアルを作成し、法人が毎年１回実施している接遇研修
に参加している。ミーティング時や、気づいたその都度リーダーが
指導している。記録物は所定の見えない場所に保管し、個人情報
の利用目的等を家族に伝え許可を得て取り扱いに注意している。

22
(59)

○日々のその人らしい暮らし
職員側の決まりや都合を優先するのではなく、一人
ひとりのペースを大切にし、その日をどのように過ごし
たいか、希望にそって支援している。

利用者の一日の生活の流れを把握し、利用者のペースに合わせ
た支援をしている。その日、その時の状況によって、入浴、食事、
起床の時間や外出、居室での食事など、一人ひとりの希望にそっ
て支援している。

23
(61)

○食事を楽しむことのできる支援
食事が楽しみなものになるよう、一人ひとりの好みや
力を活かしながら、利用者と職員が一緒に準備や食
事、片付けをしている。

朝食と夕食は事業所で調理している。ある食材を利用して、利用者
と一緒に献立したり、足らない物を買いに行き、協力して調理して
いる。同じ食卓で一緒に食べながら、会話を楽しみ、好みを聞いて
支援をしている。各ユニットの献立が違うので、時にはユニット間で
おすそわけしている。

24
(64)

○入浴を楽しむことができる支援
曜日や時間帯を職員の都合で決めてしまわすに、一
人ひとりの希望やタイミングに合わせて、入浴を楽し
めるように支援している。

入浴時間は１４時から２１時までとなっているが、寝る前に入浴する
利用者もある。シャワー浴、機械浴、足浴、清拭の対応や、２度、３
度の入浴にも対応している。一人ひとりの希望やタイミングに合わ
せたり、柚子湯や菖蒲湯などの入浴を楽しめる支援をしている。入
浴への声かけの工夫や支援の方法を話し合っている。

　４．本人がより良く暮らし続けるための地域資源との協働

Ⅳ．その人らしい暮らしを続けるための日々の支援
　１．その人らしい暮らしの支援
　（１）一人ひとりの尊重

　（２）その人らしい暮らしを続けるための基本的な生活の支援

特定非営利活動法人やまぐち介護サービス評価調査ネットワーク



グループホーム　野の花

取り組みの事実
（実施している内容・実施していない内容）

取り組みを期待したい内容
（すでに取組んでいることも含む）

項目
○印　(取り
組みを期待
したい項目)

25
(66)

○役割、楽しみごと、気晴らしの支援
張り合いや喜びのある日々を過ごせるように、一人ひ
とりの生活歴や力を活かした活躍できる場面づくり、
楽しみごと、気晴らしの支援をしている。

色鉛筆でのスケッチ、紙粘土、編み物、書道、カラオケ、縫い物、
芋掘り、らっきょう漬け、梅、しそジュース、おはぎ作り、調理、盛り付
け、お好み焼き作り、畑づくり、掃除、散歩など楽しみごとや活躍で
きる場面づくりをし、気ばらしや張り合いのある日々を過ごせるよう
に支援している。

26
(68)

○日常的な外出支援
事業所の中だけで過ごさずに、一人ひとりのその日
の希望にそって、戸外に出かけられるよう支援してい
る。

事業所周辺の散歩、買い物、外食、ドライブ、四季の花見（桜、つ
つじ、紫陽花、菖蒲、梅）、喫茶店、パン屋など一人ひとりのその日
の希望にそって出かけられるよう支援している。利用者、家族、職
員とで温泉に日帰り旅行をしている。

27
(74)

○身体拘束をしないケアの実践
運営者及び全ての職員が、｢介護保険法指定基準に
おける禁止の対象となる具体的な行為」及び言葉や
薬による拘束(スピーチロックやドラッグロック）を正しく
理解しており、抑制や拘束のないケアに取り組んでい
る。

マニュアルがあり、回覧して全職員が理解している。勉強会でス
ピーチロックについても学び、どんな場面でも拘束しないように努
め、抑制や拘束のないケアに取り組んでいる。

28
(75)

○鍵をかけないケアの実践
運営者及び全ての職員が、居室や日中玄関に鍵を
かけることの弊害を理解しており、鍵をかけないケア
に取り組んでいる。

職員の見守り方法を徹底し、安全面に配慮しながら、日中は玄関
には鍵をかけずに自由な暮らしを支えている。

29
(78)

○事故防止のための取り組み
転倒、窒息、誤薬、行方不明、火災等を防ぐための
知識を学び、一人ひとりの状態に応じた事故防止に
取り組んでいる。

インシデント、アクシデント報告書に記録し、改善策を話し合い、一
人ひとりのリスクを検討して介護計画書に入れ、事故防止に取り組
んでいる。グループホーム合同で勉強会をしたり、法人の研修（誤
嚥、窒息の対応）訓練を実施、テストをするなどして知識を学んで
いる。

30
(79)

○急変や事故発生時の備え
利用者の急変や事故発生時に備え、全ての職員が
応急手当や初期対応の訓練を定期的に行っている。

全職員が救命講習を受講している。急変や事故発生マニュアルや
緊急連絡網があり、日頃から訓練を実施し、事故発生時に備えて
いる。

31
(81)

○災害対策
火災や地震、水害等の災害時に、昼夜を問わず利用
者が避難できる方法を身につけ、日ごろより地域の
人々の協力を得られるよう働きかけている。

消防、避難訓練を利用者も参加して実施している。地域の消防訓
練に職員が参加したり、地域の避難場所の確認もしている。運営
推進会議で、自治会、警察に協力を働きかけている。

　（４）安心と安全を支える支援

　（３）その人らしい暮らしを続けるための社会的な生活の支援

特定非営利活動法人やまぐち介護サービス評価調査ネットワーク



グループホーム　野の花

取り組みの事実
（実施している内容・実施していない内容）

取り組みを期待したい内容
（すでに取組んでいることも含む）

項目
○印　(取り
組みを期待
したい項目)

32
(84)

○服薬支援
職員は、一人ひとりが使用している薬の目的や副作
用、用法や用量について理解しており、服薬の支援と
症状の変化の確認に努めているとともに、必要な情
報は医師や薬剤師にフィードバックしている。

生活の記録表に薬の情報をファイルし、一覧表も作成して職員は
薬の目的や副作用について理解して共有している。薬は手渡し
し、服用を確認している。月２回の薬剤管理指導を受け、必要な情
報は医師にフィードバックしている。

33
(86)

○口腔内の清潔保持
口の中の汚れや臭いが生じないよう、毎食後、一人
ひとりの口腔状態や力量に応じた支援をしているとと
もに、歯ブラシや義歯などの清掃、保管について支
援している。

朝、昼はうがい、夜は歯磨きや義歯洗浄等、一人ひとりに応じた口
腔ケアの支援をしている。週に１度訪問歯科による指導を受け、口
腔ケア指導、治療表のコメントを面会時に家族に見てもらってい
る。舌ブラシの使用や、義歯の週１回の消毒など口腔ケアに力を入
れている。

34
(87)

○栄養摂取や水分確保の支援
食べる量や栄養バランス、水分量が一日を通じて確
保できるよう、一人ひとりの状態や力、習慣に応じた
支援をしている。

水分や食事の摂取量をチェック表に記録し把握している。献立は
管理栄養士の指導を受けており、栄養バランスやカロリーに気をつ
け、体重チェック表を作成して、一人ひとりの状態に合わせた支援
をしている。

35
(88)

○感染症予防
感染症に対する予防や対応の取り決めがあり、実行
している(インフルエンザ、疥癬、肝炎、ＭＲＳＡ、ノロ
ウィルス等）。

感染防止マニュアルがあり、手洗いやうがいを徹底し、予防を実行
している。トイレの手すりやベッドなど毎日消毒し、毎食前に手指消
毒、家族面会時にも手指消毒やマスクをしてもらうこともある。利用
者、職員共にインフルエンザの予防接種をしている。

36
(91)

○居心地のよい共用空間づくり
共用の空間(玄関、廊下、居間、台所、食堂、浴室、ト
イレ等）は、利用者にとって不快な音や光がないよう
に配慮するとともに、生活感や季節感など五感に働き
かける様々な刺激を採り入れて、居心地よく ・ 能動
的に過ごせるような工夫をしている。

浴室、トイレは利用者が使用しやすいように配慮している。リビング
や廊下にテーブルやソファが置かれ、仲の良い人同士で過ごした
り、一人ひとりの居場所となっている。リビングの窓から川や高速道
路が見え、夕日に染まる風景やデッキに置かれた花で季節が感じ
られるよう工夫している。リビングには家族が持ってきた金魚や花が
あり、廊下には絵画が飾られ、利用者が居心地良く過ごせるよう工
夫している。

37
(93)

○居心地よく過ごせる居室の配慮
居室あるいは泊まりの部屋は、本人や家族と相談しな
がら、使い慣れたものや好みのものを活かして、本人
が居心地よく過ごせるような工夫をしている。

使い慣れたタンス、水屋、冷蔵庫、三面鏡、急須、大正琴、花鉢、
テレビ、ラジオなどが持ち込まれ、一人ひとりの生活感があふれる
居室づくりをしている。

　（５）その人らしい暮らしを続けるための健康面の支援

　２．その人らしい暮らしを支える生活環境づくり
　（１）居心地のよい環境づくり

特定非営利活動法人やまぐち介護サービス評価調査ネットワーク



【ホームの概要】

20 年 3 月 1 日

【実施ユニットの概要】 （ 2 月 1 日現在）

名

名 名 名

歳 歳 歳

【自己評価の実施体制】

21 年 3 月 30 日

ユニット職員全員で自己評価に取り組みました。介護の仕事を一からス
タートした職員にも、リーダーが中心となりユニット会議等を利用し自己評
価の重要性を理解してもらい、意見交換の場を作りました。この自己評価
で、グループホームの可能性、介護においての基礎、また一人一人の尊
厳をどう守っていくかを職員全員で考えることができたと思います。

要支援２ 0

年齢構成 平均 82 最低 76 最高 94

4

ユニットの定員

ユニットの
利用者数

9 男性

要介護３ 2

平成

自 己 評 価 書

所在地

電話番号

【サービスの特徴】　

事業所名   グループホーム野の花

「皆に優しく　共に楽しく」地域の中でいつまでも自分らしく生活していける・・・ノー
マライゼーションのまちづくりの実践　を理念とし「横に座る　その人を知る　嘘をつ
かない　ゆっくりと穏やかに」をケアの４つの柱としています。スタッフ全員が接遇
研修を受けており、介護者の目線を低くし優しく尊厳に配慮した支援に努めており
ます。月に２回の法人勉強会や外部から講師を招いての勉強会、またグループ
ホーム独自の勉強会も実施しており、スタッフのスキルアップに努めております。
野の花のリビングには流し台を２つ設置しひとつはアイランド式となっているので、
利用者様の重要なお仕事作りの場となっています。玄関は家庭に近づけた上がり
框を設けており、また施設周辺は潮の満ち干きが見られる厚狭川河口があり、渡り
鳥や水面を吹き抜ける風を感じていただきながら歩ける散歩コースがあります。ご
自分の能力に合わせ、季節を感じていただきながら生活ができる様支援に努めて
おります。
美味しく食事を摂っていただき、また誤嚥性肺炎予防など心と身体の健康を保っ
てもらえる為にも口腔ケアに力を入れており、週に１度の歯科医師・衛生師による
往診（口腔ケア・治療）を受けることができます。薬剤管理指導・栄養管理指導も月
に２回あり、月に１回のクリニックでの健診は無料でお連れしている。
全職員が救命講習を受講し、８月に健仁会としては２番目になるＡＥＤ（自動式体
外除細動装置）設置ステーションの認定をいただき、地域の拠点となっておりま
す。
開設前より、厚陽地区の方々と運営推進会議を立ち上げ、施設見学や説明会を
行う事で地元の方々に運営方針や理念を理解して頂き、受け入れて下さいまし
た。開設見学会の折には地元の方が率先して餅つきを行って下さいました。開設
後も、地元の小学校の訪問を受けたり、地域の運動会の参加、地域の夏祭りのや
ぐらの飾り付けの作成を依頼されたり、職員の自治会活動（運動サークル・草刈）
への参加、また毎月発行の野の花メールは地元自治会の各戸に回覧して下さっ
たりと、地域との交流を深めさせていただいております。また、自治会の方より入居
者様のご紹介も頂いております。
６月には、第１回目の家族会として湯谷温泉日帰り旅行に多くのご家族が参加し
て下さいました。第３回目のクリスマス家族会では、施設にある石窯でご家族・利
用者様と一緒にピザ作り、健仁会コーラス部のコーラス等もあり、大変喜んで頂い
ております。今後も年４回の家族会を予定しており利用様、ご家族、職員との信頼
を深める場を多くもって行きたいと思います。

平成

要介護４

要介護２ 3

　野の花１

9

1 女性 8

要介護１

実施方法

山陽小野田市大字郡字浜３２３３番７

評価確定日

開設年月日

0
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取り組みの事実
（実施している内容・実施していない内容）

取り組んでいきたい内容
（すでに取組んでいることも含む）

1
(1)

○地域密着型サービスとしての理念
地域の中でその人らしく暮らし続けることを支えていく
サービスとして、事業所独自の理念をつくりあげてい
る。

地域密着型グループホームの取り組みとして「皆に優しく、
共に楽しく」地域の中でいつまでも自分らしく生活できる‥。
ﾉｰﾏﾗｲｾﾞｰｼｮﾝのまちづくりの実践を皆で考えグループホー
ムの理念とした。

2
(2)

○理念の共有と日々の取り組み
管理者と職員は、理念を共有し、理念の実践に向け
て日々取り組んでいる。

毎月発行の野の花メールや書類等に理念やケアの４つの柱
を入れ、また職員一人ひとりが名札の裏に携帯し、理念から
外れないように常に話し合いを持ち理念の実践に取り組ん
でいる。

3

○運営理念の明示
管理者は、職員に対し、事業所の運営理念を明確に
示している。

玄関ホールやユニットに掲示し、ご家族や来訪者に理解して
もらえるようにしている。業務日誌、野の花メールに入れ、管
理者と職員は理念を共有し日々のケアに活かしている。

4

○運営者や管理者の取り組み
運営者や管理者は、それぞれの権限や責任を踏まえ
て、サービスの質の向上に向け、職員全員と共に熱
意をもって取り組んでいる。

グループホームミーティングに出席し理念のもとにケアの方
向を示している。インシデント・アクシデント・行事計画・報告
書等、目を通して助言している。グループホーム部会会議・
接遇委員会で指導し職員全員と共に取り組んでいる。

5

○家族や地域への理念の浸透
事業所は、利用者が地域の中で暮らし続けることを大
切にした理念を、家族や地域の人々に理解してもらえ
るよう取り組んでいる。

家族会の時や面会時を利用し、会話の中で話題にあげている。運営推進
会議出席のご家族・市の職員・民生委員・自治会長・警察署・他施設の管
理者にお話している。また、毎月地域の各自治会長さんに各戸に理念を
記載したホーム便りの回覧をお願いしている。

6

○隣近所とのつきあい
管理者や職員は、隣近所の人と気軽に声をかけ合っ
たり、気軽に立ち寄ったりしてもらえるような日常的な
付き合いができるよう努めている。

地区のお大師様参りに参加をしたり、近所の商店に買い物に行った時、散
歩の途中に出会った地域の方が気軽に世間話をして下さり、地域の一員と
して接して下さっている。自治会長さんも頻繁に来苑して下さっている。行
事で収穫した野菜や花の種を近所にお配りしている。

7
(3)

○地域とのつきあい
事業所は孤立することなく地域の一員として、自治
会、老人会、行事等、地域活動に参加し、地元の
人々と交流することに努めている。

地区の運動会や盆踊り、ソフトボール大会やトリムバレー大会の参加の声かけがあ
り、利用者様・スタッフ共々地域の方と楽しむ機会がたくさんある。小学校の学年ご
との来訪の折にはご自分のお孫さんのように声をかけられている。また、公民館の陶
芸教室の見学、地域のご住職による法話があり、職員は自治会の運動サークルや
草刈りに参加している。地域の方々が集まる消防訓練にも職員が参加している。

8

○事業所の力を活かした地域貢献
利用者への支援を基盤に、事業所や職員の状況や
力に応じて、地域の高齢者の暮らしに役立つことがな
いか話し合い、取り組んでいる。

運営推進会議で、民生委員や自治会長に地域でお困りの
高齢者がいないかを尋ねている。野の花メールを各自治会
長に回覧して頂くときに、地域でお困りの高齢者がいないか
を尋ねている。

自 己 評 価 票

Ⅰ．理念に基づく運営
　１．理念の共有

　２．地域との支えあい

項目
○印　(取り
組んでいき
たい項目)



取り組みの事実
（実施している内容・実施していない内容）

取り組んでいきたい内容
（すでに取組んでいることも含む）

項目
○印　(取り
組んでいき
たい項目)

9

○評価の意義の理解と活用
運営者、管理者、職員は、自己評価及び外部評価を
実施する意義を理解し、評価を活かして具体的な改
善に取り組んでいる。

全員で自己評価に取り組み、会議の議題として取り上げ自
己評価及び外部評価を実施する意義を理解してもらってい
る。

〇

自己評価後又、外部評価後に再度現状
の課題をスタッフ全員で明確にし話し合い
の場を設け、ケアの質の向上に努めてい
きたい。

10
(5)

○運営推進会議を活かした取り組み
運営推進会議では、利用者やサービスの実際、評価
への取り組み状況等について報告や話し合いを行
い、そこでの意見をサービスに活かしている。

開設時より2ヶ月に1回開催し、利用者様の状況や生活の様子・行
事等を、資料や写真で報告している。ホームの状況を理解して下
さった事で地域の夏祭りの参加の声かけや、やぐらの飾りつけの作
成依頼があった。

○

外部評価後は、野の花メールや運営推進
会議にて結果をお知らせする予定。

11
(6)

○市町との連携
事業所は、市町担当者と運営推進会議以外にも行き
来する機会をつくり、市町と共にサービスの質の向上
に取り組んでいる。

地域ケア会議・調査研究部会に法人の管理者・ケアマネ等多数が
参加している。又、ケアマネ協議会があり地域包括支援センターや
高齢福祉課の職員と共に医療や介護のあり方について研修してい
る。市からの見学も多数ある。

12

○権利擁護に関する制度の理解と活用
管理者や職員は、地域福祉権利擁護事業や成年後
見制度について学ぶ機会を持ち、個々の必要性を関
係者と話し合い、必要な人にはそれらを活用するよう
支援している。

現在、成年後見制度を利用されている方はいないが、職員は法人
の勉強会や資料で制度の理解に努めている。ご家族には必要に
応じて個人情報に配慮し法人の相談員が対応している。

13

○虐待の防止の徹底
管理者や職員は、高齢者虐待防止関連法について
学ぶ機会を持ち、利用者の自宅や事業所内で虐待
が見過ごされることがないよう注意を払い、防止に努
めている。

法人でマニュアルを作成しており、スタッフ全員が回覧し理解した
上で防止に努めている。接遇研修ではロールプレイを含めスタッフ
全員が意識統一に努めている。法人に指導専門員がいる。いかな
る場合でも行わない。

14

○契約に関する説明と納得
契約を結んだり解約したりする際は、利用者や家族等
の不安、疑問点を尋ね、十分な説明を行い理解・納
得を図っている。

管理者やリーダーが中心となり重要事項説明書・契約書・パンフレットを見
ていただきながら丁寧に説明し、質問を受けながら疑問点や不安などの相
談を受け、理解・納得を図り同意を得ている。退去時、居室等に修繕箇所
があった場合の敷金精算もしっかり文書にて説明し納得いただいている。
また重要事項説明書、契約書は随時見直しも行っている。

15

○運営に関する利用者意見の反映
利用者が意見、不満、苦情を管理者や職員ならびに
外部者へ表せる機会を設け、それらを運営に反映さ
せている。

日々の会話の中で、利用者様が思っている意見や不満、苦情を汲み取ることが出
来るよう意識している。契約時に公的な相談窓口また第三者相談窓口もお伝えして
いる。意見や希望は家族会・カンファレンス・面会時にお茶をお出しし気軽にお話
ができる場面を作る事で想いを早めに把握し要望・相談の第一歩目の窓口としてい
る。

16
(7)

○家族等への報告
事業所での利用者の暮らしぶりや健康状態、金銭管
理、職員の異動等について、家族等に定期的及び
個々に合わせた報告をしている。

家族会や面会時にケース記録や領収証貼り付けの出納簿、家族ノート、アルバム
等を見ていただきお伝えしている。また、遠方におられるご家族に対しては定期的
に電話にて様子をお伝えしている。。利用料郵送の際に、野の花メール・出納簿の
写し、健康診断結果表に医師のコメントを書き入れ一緒に郵送している。必要に応
じてリーダーや担当者、医師が電話でも報告している。

　３．理念を実践するための制度の理解と活用

　４．理念を実践するための体制



取り組みの事実
（実施している内容・実施していない内容）

取り組んでいきたい内容
（すでに取組んでいることも含む）

項目
○印　(取り
組んでいき
たい項目)

17

○情報開示要求への対応
利用者及び家族等からの情報開示の要求に応じてい
る(開示情報の整理、開示の実務等）。

ケース記録や現金出納簿等の個人情報は代理人の方のみに開示
している。見ていただいた後は日付とサインを記入してもらってい
る。その他、ご家族には面会時にお茶を出し、アルバムを見ていた
だきながら日常の様子をお伝えしている。

18
(8)

○運営に関する家族等意見の反映
家族等が意見、不満、苦情を管理者や職員ならびに
外部者へ表せる機会を設け、それらを運営に反映さ
せているとともに、相談や苦情を受け付ける窓口及び
職員、第三者委員や外部機関を明示し、苦情処理の
手続きを明確に定めている。

法人として苦情対策委員会がありいつでも受け入れている。契約時
には公的機関・第三者委員・担当職員・相談員もお知らせしてい
る。ケアカンファレンス・面会・家族会等は意見を聞くいい機会と
なっている。必要な方には家族ノートを利用し意見が聞けており、
速やかな対応ができている。また、年に２回アンケートを実施し結果
は野の花メールでお知らせしている。

19

○運営に関する職員意見の反映
運営者や管理者は、運営に関する職員の意見や提
案を聞く機会を設け、反映させている。

申し送りや月2回のユニット会議において、職員の意見を聞く機会
を設けている。リーダーは職員から意見や提案があった場合、管理
者や代表に報告し、運営会議やグループリーダー会議等で議題に
あげ反映させている。

20
(9)

○柔軟な対応に向けた勤務調整
利用者や家族の状況の変化、要望に柔軟な対応が
できるよう、夜間を含め必要な時間帯に職員を確保す
るための話し合いや勤務の調整に努めている。

急遽人員が必要になった場合はすぐにＧＨ内や同施設内ス
タッフの応援がある。休日出勤があった場合は代休をとって
いる。夜間は同施設内スタッフとも連携がとれている。

21
(10)

○職員の異動等による影響への配慮
運営者は、利用者が馴染みの管理者や職員による支
援を受けられるように、異動や離職を必要最小限に抑
える努力をし、代わる場合は、利用者へのダメージを
防ぐ配慮をしている。

健仁会では色々な事業所があるがなるべくグループホーム内での必要最
小限での移動を考えている。また利用者様に応じた説明を行い心配をか
けない配慮もしている。異動があった場合は、新旧スタッフが引継ぎを行
い、ご家族や利用者様には挨拶を行い利用者へのダメージを防ぐ配慮を
している。また、新人スタッフには日勤・夜勤共に重複勤務（１～３回）を行う
などで、早く馴染めるように指導している。

22
(11)

○職員を育てる取り組み
運営者は、管理者や職員を段階に応じて育成するた
めの計画をたて、法人内外の研修を受ける機会の確
保や、働きながらトレーニングしていくことを進めてい
る。

新入社員研修や途中入社研修のマニュアルを作り指導している。法人では月２回の基本介護講習や月１回の全
体研修、年１回の接遇研修を実施しており職員は積極的に参加している。又、勤務の一環として外部研修の機
会もあり実践者研修に参加している。また、ＧＨ独自の勉強会を月に１回実施している。研修後は速やかに報告
書を提出し、スタッフ全員に回覧している。月２回の基本介護講習なは外部から講師を招くこともある。講習はポ
イント制になっており講師・参加者には報酬もある。又、資格取得にも協力的である。

23

○職員配置への取り組み
多様な資質(年代、性別、経験等）をもった職員を配
置することにより、多様な利用者の暮らしに対応して
いる。

20代から50代まで幅広い年代の男性、女性職員を配置し、それぞ
れの経験や技術を生かし利用者様に柔軟な対応ができるようにし
ている。全スタッフが役割を持ち責任感を持つことで職員の質の向
上に努め利用者様の要望に対応している。

24
(12)

○同業者との交流を通じた向上
運営者は、管理者や職員が地域の同業者と交流する
機会を持ち、ネットワークづくりや勉強会、相互訪問等
の活動を通じて、サービスの質を向上させていく取り
組みをしている。

県や地域のグループホーム連絡会の勉強会や外部研修に
参加しサービスの質の向上に取り組んでいる。運営推進会
議の際、近隣のグループホームにも参加いただき情報交換
も行っている。

　５．人材の育成と支援



取り組みの事実
（実施している内容・実施していない内容）

取り組んでいきたい内容
（すでに取組んでいることも含む）

項目
○印　(取り
組んでいき
たい項目)

25

○職員のストレス軽減に向けた取り組み
運営者は、管理者や職員のストレスを軽減するための
工夫や環境づくりに取り組んでいる。

職員の悩みは、個別にリーダーが聞くようにし、管理者→代表の流
れで問題点を把握・改善に努めている。業務終了後３０以内に帰宅
してもらっている。また、懇親会を行いストレス発散の場を設けてい
る。

26

○向上心を持って働き続けるための取り組み
運営者は、管理者や職員個々の努力や実績、勤務状
況を把握し、各自が向上心を持って働けるように努め
ている。

就業規則がある。全員で月リーダー等の役割を分担し担当と
なる事で自信や向上心につなげている。職員全員で達成感
を共有できるように一か月の見直しを行っている。

27

○職員の業務に対する適切な評価
運営者は、高い専門性やリスクを要求される管理者や
職員の業務に対し、処遇等における適切な評価に努
めている。

グループホームの人材として、人間として、家庭人として、優
しく優れた人が望ましいと考え一人一人の能力を見極めて
業務にあたっている。能力に応じた報酬とやりがいのある職
場づくりに努めている。

28

○初期に築く本人との信頼関係
相談から利用に至るまでに本人が困っていること、不
安なこと、求めていること等を本人自身からよく聴く機
会をつくり、受けとめる努力をしている。

入居前に面談の機会を設け、ご本人の思いをよく聴き、利用するに
あたっての不安を解消するように努めている。相談員の情報をもと
に職員間での意思統一を図り、信頼関係が早く築けるようにしてい
る。

29

○初期に築く家族との信頼関係
相談から利用に至るまでに家族等が困っていること、
不安なこと、求めていること等をよく聴く機会をつくり、
受けとめる努力をしている。

施設サービスの問合せには法人相談員が丁寧に対応している。管
理者、リーダーはご家族の思いを聴く機会を早くから設け、その思
いを受けとめられるよう相談員と連携しあっている。担当スタッフも
すぐに配置している。

30

○初期対応の見極めと支援
相談を受けた時に、本人と家族が｢その時｣まず必要と
している支援を見極め、他のサービス利用も含めた対
応に努めている。

ご家族・法人相談員・ケアマネ・管理者・グループホーム職員が連携をと
り、ご本人とご家族がまず何を必要としているのかを理解、把握し対応して
いる。法人施設で入居を待たれている方も多く、無理のない適切なサービ
スが受けられるよう支援している。接遇研修もしており尊厳に配慮した接し
方を心がけている。

31
(13)

○馴染みながらのサービス利用
本人が安心し、納得した上でサービスを利用するため
に、サービスをいきなり開始するのではなく、職員や他
の利用者、場の雰囲気に徐々に馴染めるよう家族等
と相談しながら工夫している。

見学は希望があれば随時行っており、短期間での入居も受け入れ
ている。本人やご家族にホームに来ていただき、他利用者様や職
員、雰囲気になじめるように支援する。入居希望の方が来られたら
居間でお茶を飲んだり、利用者様と触れ合っていただく。場の雰囲
気に馴染めるように工夫している。

32
(14)

○本人と共に過ごし支えあう関係
職員は、本人を介護される一方の立場におかず、一
緒に過ごしながら喜怒哀楽を共にし、本人から学んだ
り、支えあう関係を築いている。

常に利用者様が選択できる様な声かけ（飲み物の選択や起床・入浴時間
の選択）をしており、生活の様々な場面（味噌作り・らっきょ漬け・梅ジュー
ス・しそジュース・野菜の育て方・浴衣の着付）で教わりながら共に支え、支
えられる関係作りが築けている。

Ⅱ．安心と信頼に向けた関係づくりと支援
　１．相談から利用に至るまでの関係づくりとその対応

　２．新たな関係づくりとこれまでの関係継続への支援



取り組みの事実
（実施している内容・実施していない内容）

取り組んでいきたい内容
（すでに取組んでいることも含む）

項目
○印　(取り
組んでいき
たい項目)

33

○本人を共に支えあう家族との関係
職員は、家族を支援される一方の立場におかず、喜
怒哀楽を共にし、一緒に本人を支えていく関係を築
いている。

野の花メールやアルバム、連絡ノートを見て頂いて日常の様子のお
話をしたり、ケアについての意見交換をしたりし、ご家族との関係構
築に努めている。誕生日会や地域の盆踊り・外出行事にも一緒に
参加していただいている。

34

○本人と家族のよりよい関係に向けた支援
これまでの本人と家族との関係の理解に努め、より良
い関係が築いていけるように支援している。

入居前の面談時にご家族との関係等をお伺いし、どんな支援が必要か職
員間で検討、入居当日から個々に適した支援ができるように努めている。
使い馴染まれている物や家具を持って来ていただき一緒に居室作りを行
い、良好な関係が継続出来るよう対応に努めている。

35

○馴染みの人や場との関係継続の支援
本人がこれまで大切にしてきた馴染みの人や場所と
の関係が途切れないよう、支援に努めている。

入居前から親しくされていた方の訪問もあり、和やかなと時を過ごさ
れている。以前から親交のあるお友達に会える支援に努めている。
外出・外泊・面会はいつでも良い事を伝えている。

36

○利用者同士の関係の支援
利用者同士の関係を把握し、一人ひとりが孤立せず
に利用者同士が関わり合い、支え合えるように努めて
いる。

気の合う仲間同士でお話をされていたり、お部屋を行き来し互いを心配し
あう場面も多く見られる。時にはスタッフが間に入り関わりが取れる環境をさ
りげなく支援している。食事の席も相性を考え配置を考えている。合同の行
事を開催し普段関わりが少ない利用者様同士がお話しできる場面を作っ
ている。

37

○関係を断ち切らない取り組み
サービス利用（契約）が終了しても、継続的な関わりを
必要とする利用者や家族には、関係を断ち切らない
つきあいを大切にしている。

入院された際はお見舞いに行っている。退居された方には
アルバムを贈り、感謝の気持ちを伝えている。退居される方
には次の施設への相談も受け付けている。

38
(15)

○思いや意向の把握
一人ひとりの思いや暮らし方の希望、意向の把握に
努めている。困難な場合は、本人本位に検討してい
る。

日々の行動や表情に気配りし、会話中に聞かれる思いを聞き逃さないよう
に努め、日々の関わりの中でお一人お一人のサインを見逃さないようにし
ている。伝えることが困難になられる前にしっかり信頼関係を築くようにして
いる。食事の時は、担当利用者様の横に座り、ゆっくりと一緒に食べるよう
にしている。食事のことから話が広がり、色々なことを聞くことが出来る。

39

○これまでの暮らしの把握
一人ひとりの生活歴や馴染みの暮らし方、生活環境、
これまでのサービス利用の経過等の把握に努めてい
る。

「よりそい表」（アセスメント表）を作成し、今までの生活暦（趣味・宗
教・得意とされている事）の把握に努め今までと変わりない生活が
出来るよう支援している。また、面会時にご家族とお話しながら聞け
る範囲でお伺いしている。

40

○暮らしの現状の把握
一人ひとりの一日の過ごし方、心身状態、有する力等
の現状を総合的に把握するように努めている。

ケース記録に1日の様子を記録し、生活の記録表には心身の細か
い記録を残し、出勤前に目を通すようにしている。日々の職員の気
付きを大切にし、一人ひとりの持てる力を発揮して頂ける場面（カラ
オケ大会・料理・掃除・縫い物・絵画）をさりげなく支援している。

Ⅲ．その人らしい暮らしを続けるためのケアマネジメント
　１．一人ひとりの把握



取り組みの事実
（実施している内容・実施していない内容）

取り組んでいきたい内容
（すでに取組んでいることも含む）

項目
○印　(取り
組んでいき
たい項目)

41
(16)

○チームで作る利用者本位の介護計画
本人がより良く暮らすための課題とケアのあり方につ
いて、本人、家族必要な関係者と話し合い、それぞれ
の意見やアイディアを反映した介護計画を作成してい
る。

ケアカンファレンスの際にはご家族の参加を呼びかけ本人・ご家
族・スタッフ間で意見交換の場を作っている。カンファレンス以外に
も家族会等を使い意見交換をしたり遠方におられるご家族には電
話で要望をお聞きしている。ケアカンファレンス、モニタリングにて
全職員が統一したケアを提供できるようにしている。

42
(17)

○現状に即した介護計画の見直し
介護計画の期間に応じて見直しを行うとともに、見直
し以前に対応できない変化が生じた場合は、本人、
家族、必要な関係者と話し合い、現状に即した新たな
計画を作成している。

期間に応じてモニタリングを実施。介護保険や状態の急激な
変化が生じた場合はその都度ケアカンファレンスを開催し、
現状に応じたケアプランを作成している。

43

○個別の記録と実践への反映
日々の様子やケアの実践・結果、気づきや工夫を個
別記録に記入し、情報を共有しながら実践や介護計
画の見直しに活かしている。

月に1度、担当者がケアプランの評価・反省を行い、日々の気付きは連絡
帳に記録し、月2回のユニット会議の際に議題に取り上げている。ケアプラ
ンの本人とご家族の要望は色分けし分かるように記入している。また、ご家
族とも対応方法等を一緒に考え個別の実践に生かしている。

44
(18)

○事業所の多機能性を活かした支援
本人や家族の状況、その時々の要望に応じて、事業
所の多機能性を活かした柔軟な支援をしている。

利用者様やご家族の希望により、他科受診の付き添いや遠方のご家族に
対し食事や宿泊をしてもらっている。24時間医療連携も実施しており、状況
の変化にすぐ対応できる体制があり月1回の健康診断は無料でお連れして
いる。自立判定の出た方に対し、次の場所が決まるまで有料でサービス提
供している。

45

○地域資源との協働
本人の意向や必要性に応じて、民生委員やボラン
ティア、警察、消防、文化・教育機関等と協力しながら
支援している。

利用者様の意向に応じて、公民館での催し物に参加して頂いている。運
営推進会議で民生委員・警察署や近隣のグループホームを招き連携を深
めている。地域の消防署や警察署による出前講座に利用者様と一緒に参
加してもらっている。法人祭りには多くのボランティアの協力がある。

〇

運営推進会議により多くの機関の方々を
お招きし、より深く連携をとっていきたい。

46

○事業所の地域への開放
事業所の機能を、利用者のケアに配慮しつつ地域に
開放している（認知症の理解や関わり方についての相
談対応・教室の開催、家族・ボランティア等の見学・研
修の受け入れ等）。

地域の方、ご家族の方の面会は常時受け入れている。ボランティア
の演奏会やご家族による抹茶を楽しむ会も開いて頂いている。毎
月地域の住職様が法話に来て下さっている。

47

○他のサービスの活用支援
本人の意向や必要性に応じて、地域の他の介護支援
専門員やサービス事業者と話し合い、他のサービスを
利用するための支援をしている。

利用者様やご家族の意向で、出張美容サービスや協力医療機関
の歯科医師や衛生士の訪問治療や口腔ケア等受けられている。薬
剤管理指導や栄養管理指導も行っている。法人内での行事や催し
物にも参加されている。

　４．本人がより良く暮らし続けるための地域資源との協働

　２．本人がより良く暮らし続けるための介護計画の作成と見直し

　３．多機能性を活かした柔軟な支援



取り組みの事実
（実施している内容・実施していない内容）

取り組んでいきたい内容
（すでに取組んでいることも含む）

項目
○印　(取り
組んでいき
たい項目)

48

○地域包括支援センターとの協働
本人の意向や必要性に応じて、権利擁護や総合的か
つ長期的なケアマネジメント等について、地域包括支
援センターと協働している。

地域包括支援センターの職員に運営推進会議に参加してもらい、
ご家族への相談や助言が得られるようになっている。

49
(19)

○かかりつけ医の受診支援
本人及び家族等の希望を大切にし、納得が得られた
かかりつけ医と事業所の関係を築きながら、適切な医
療を受けられるように支援している。

月１回法人のクリニックで定期健診を受けている。また、入居前から
のかかりつけ医（耳鼻科・眼科）にご家族の協力して通院介助・情
報伝達をして適切な医療が受けられるように支援している。定期健
診に行くことが難しい方には、在宅総合診療を行っている。

50

○認知症の専門医等の受診支援
専門医等認知症に詳しい医師と関係を築きながら、
職員が相談したり、利用者が認知症に関する診断や
治療を受けられるよう支援している。

理事長が認知症の専門医で支持や助言が直ぐ受けられている。
又、クリニックにはCTもあり適時に検査している。野の花メールには
医師より認知症についてのコメントも掲載しており、認知症の啓蒙に
努めている。

51

○看護職との協働
利用者をよく知る看護職員（母体施設の看護師等）あ
るいは地域の看護職（かかりつけ医の看護職、保健セ
ンターの保険師等）と気軽に相談しながら、日常の健
康管理や医療活用の支援をしている。

施設の他事業所の看護師の協力があり、健康管理・状態変
化に早期に対応している。

52

○早期退院に向けた医療機関との協働
利用者が入院した時に安心して過ごせるよう、また、
できるだけ早期に退院できるように、病院関係者との
情報交換や相談に努めている。あるいは、そうした場
合に備えて連携している。

入院時には利用者様のサマリーを作成し職員からも病院等に様子をしっかり伝えて
いる。相談員を通して主治医やご家族と相談している。また、退院後は、法人内の
老健に入所していただく等して早期退院に向けての支援をしている。希望があれ
ば、入院されてもお部屋をキープする事ができる。入院中も度々訪問し、様子を伺う
ようにしている。

53
(20)

○重度化や終末期に向けた方針の共有
重度化した場合や終末期のあり方について、できるだ
け早い段階から本人や家族等ならびにかかりつけ医
等と繰り返し話し合い、全員で方針を共有している。

終末期の指針・対応マニュアルがある。在宅総合診療があり看取り
の為の２４時間体制もあり、ご家族・医師・職員が密に連絡を取り合
い、ご家族の想いに添える支援に心がけている。早い段階で重度
化した場合の意向確認を随時行っている。

54

○重度化や終末期に向けたチームでの支援
重度や終末期の利用者が日々をより良く暮らせるため
に、事業所の「できること・できないこと」を見極め、か
かりつけ医等とともにチームとしての支援に取り組んで
いる。あるいは、今後の変化に備えて検討や準備を
行っている。

状態の変化に合わせ医師と連携をとりながら、随時適切な支
援をしている。家族との話し合いの場を多く持つようにしてい
る。管理栄養士からの指導を受けワンスプーンなど最期まで
経口摂取出来る様支援している。

55

○住み替え時の協働によるダメージの防止
本人が自宅やグループホームから別の居所へ移り住
む際、家族及び本人に関わるケア関係者間で十分な
話し合いや情報交換を行い、住み替えによるダメージ
を防ぐことに努めている

入居時より法人の相談員が関わるので法人内での移動にはご家族
も安心しておられる。他の施設や病院へ入院される時には、アセス
メント・サマリー等を早めに作成し情報交換を行っている。移動後は
担当や馴染みの職員が訪ねていくことでダメージを防ぐことに努め
ている。



取り組みの事実
（実施している内容・実施していない内容）

取り組んでいきたい内容
（すでに取組んでいることも含む）

項目
○印　(取り
組んでいき
たい項目)

56
(21)

○プライバシーの確保の徹底
一人ひとりの誇りやプライバシーを損ねるような言葉か
けや対応、記録等の個人情報の取り扱いをしていな
い。

ご家族には契約時、室名札や写真掲載許可の署名を頂いている。
記録物は所定の場所に保管し、代理人の方のみにしか公表してい
ない。接遇の勉強会もあり、節度ある言葉使いなど、日頃から職員
全体で取り組んでいる。プライバシー保護マニュアルもある。

57

○利用者の希望の表出や自己決定の支援
本人が思いや希望を表せるように働きかけたり、わか
る力に合わせた説明を行い、自分で決めたり納得しな
がら暮らせるように支援をしている。

常に自己選択ができるような声かけをしている。外出や入浴なども
その方に合わせ説明し納得した上で行っている。また、利用者様の
希望が聞き出せるようなコミュニケーションをとっている。食事やお
やつは数種類用意し、選択して頂けるようにしている。

58

○“できる力”を大切にした家事への支援
家事(調理、配膳、掃除、洗濯、持ち物の整理や補
充、日用品や好みの物などの買い物等）は、利用者
の“できる力”を大切にしながら支援している。

その方の”できる力”をスタッフ全員が把握し、利用者様が色々な場
面で主役となれるような支援に努めている。また、利用者様に教わり
ながら、らっきょ漬けや畑作りをしている。金銭管理のできる方は買
い物の時にご自分で支払いをしてもらっている。

59
(22)

○日々のその人らしい暮らし
職員側の決まりや都合を優先するのではなく、一人ひ
とりのペースを大切にし、その日をどのように過ごした
いか、希望にそって支援している。

利用者様の１日の暮らしの流れを日頃の寄り添いや、生活暦から把握し、
その日のご希望を聞きながら入浴・起床等して頂いている。全室個室なの
で、お一人の時間も大切にして頂いている。時には居室で食事を召し上が
る事もある。入居時よりお部屋作りをしているのでゆっくりと過ごしていただ
いている。

60

○身だしなみやおしゃれの支援
その人らしい身だしなみやおしゃれができるように支
援し、理容・美容は本人の望む店に行けるように努め
ている。

服装も利用者様の好みを大切にし、整容で援助が必要な方に対し
てはさりげない支援を心がけている。外出の際には季節に合わせ
た外出着（帽子・くつ・バック）を用意していただいているので、ご本
人の好みに合わせて一緒に服選びをしている。

61
(23)

○食事を楽しむことのできる支援
食事が楽しみなものになるよう、一人ひとりの好みや
力を活かしながら、利用者と職員が一緒に準備や食
事、片付けをしている。

食事の時は隣に座り、会話の中から好み等をお伺いしている。一緒に市場
などに買い物に行き教えて頂きながら一緒に料理を行っている。お好み焼
作りが得意な利用者様に皆様の前で披露していただいている。個別の誕
生日会の時にお好きな食べ物や飲み物をお出ししている。

62

○本人の嗜好の支援
本人が望むお酒、飲み物、おやつ、たばこ等、好みの
ものを一人ひとりの状況に合わせて、日常的に楽しめ
るよう支援している。

お好きなビールを食後に飲まれている方もいらっしゃり、おやつの
時は希望に沿った飲み物（熱いお茶・ブラックコーヒー）をお出しし
ている。ご家族の差し入れも受けている。嚥下が困難な方にはとろ
みをつけてお出ししている。

63

○気持ちのよい排泄の支援
排泄の失敗やおむつの使用を減らし、一人ひとりの
力や排泄のパターン、習慣を活かして気持ちよく排泄
できるよう支援している。

入居日より排泄チェック表を記入し、その方の排泄パターンをスタッフ全員
で把握し、最期まで自立排泄が出来る様に支援に努めている。また、パット
交換やトイレ誘導時には尊厳に配慮し適切に行っている。パットやオムツ
の種類は多種類用意しており、その方に合ったものを使用している。

Ⅳ．その人らしい暮らしを続けるための日々の支援
　１．その人らしい暮らしの支援
　（１）一人ひとりの尊重

　（２）その人らしい暮らしを続けるための基本的な生活の支援



取り組みの事実
（実施している内容・実施していない内容）

取り組んでいきたい内容
（すでに取組んでいることも含む）

項目
○印　(取り
組んでいき
たい項目)

64
(24)

○入浴を楽しむことができる支援
曜日や時間帯を職員の都合で決めてしまわすに、一
人ひとりの希望やタイミングに合わせて、入浴を楽し
めるように支援している。

入浴時間は１４時から２１時となっており、寝る前に入浴される方も
いる。シャワー浴・機械浴・足浴、また体調不良の方には清拭の対
応をしている。２度３度の入浴にも対応している。柚子湯や菖蒲湯
を取り入れ季節に応じた入浴を楽しんでいただいている。

65

○安眠休息の支援
一人ひとりの生活習慣やその時々の状況に応じて、
安心して気持ちよく休息したり、眠れるよう支援してい
る。

居室は個室になっており、いつでも休憩ができるようになっている。
また、夜寝られない方にはお話し相手になったり、目をつぶられる
まで添い寝も行っている。食事の時間に間に合わなくてもその方に
応じて提供している。

66
(25)

○役割、楽しみごと、気晴らしの支援
張り合いや喜びのある日々を過ごせるように、一人ひ
とりの生活歴や力を活かした活躍できる場面づくり、楽
しみごと、気晴らしの支援をしている。

利用者様の生活歴・能力に応じて、料理・編み物・書道展出品・畑
作り・絵画等、個別に支援し張り合いや喜びのある日々を過ごして
頂いている。

67

○お金の所持や使うことの支援
職員は、本人がお金を持つことの大切さを理解してお
り、一人ひとりの希望や状態に応じて、お金を所持し
たり使えるように支援している。

金銭管理が出来る方はご家族と相談し小額のお金を持って
いただいている。買い物に行く機会をつくり、ご自分で支払
いのできる支援を行っている。

68
(26)

○日常的な外出支援
事業所の中だけで過ごさずに、一人ひとりのその日の
希望にそって、戸外に出かけられるよう支援している。

買い物、ドライブ、外食、四季の花見（桜、ツツジ、アジサイ、菖蒲、
温泉、梅）など頻繁に外出の機会を支援している。遠出が無理な方
にはホーム周辺の散歩にお誘いし、気分転換を図っている。車椅
子の方も外出する事が出来る。

○

お里帰りや、墓参りなど希望に応じて個別
に支援していきたい。

69

○普段行けない場所への外出支援
一人ひとりが行ってみたい普段は行けないところに、
個別あるいは他の利用者や家族とともに出かけられる
機会をつくり、支援している。

行ってみたい場所をお聞きし（サンパーク・パン屋・喫茶店）担当ス
タッフと個別に外出する機会を作っている。ご家族との外出や旅行
を楽しまれる方もいる。

70

○電話や手紙の支援
家族や大切な人に本人自らが電話をしたり、手紙の
やり取りができるように支援をしている。

施設玄関に公衆電話がありいつでも電話ができるようになってい
る。ご家族からの手紙を嬉しそうに見ておられる。

71

○家族や馴染みの人の訪問支援
家族、知人、友人等、本人の馴染みの人たちが、い
つでも気軽に訪問でき、居心地よく過ごせるよう工夫
している。

ご家族や知人の方が気兼ねなく面会に来られるように、職員は気
持ちのいい挨拶・お茶をお出しする等、訪問しやすい雰囲気作りに
努めている。居室や談話室・リビング等お好きな場所でゆっくりと過
ごせる環境にも配慮している。

72

○家族の付き添いへの支援
利用者や家族が家族の付き添いを希望したときは、
居室への宿泊も含め適切に対応している。

宿泊はいつでも希望に応じることが出来る事をお伝えしてい
る。今までにも遠方のご家族が泊られたこともある。有料であ
るが食事もお出ししている。

　（３）その人らしい暮らしを続けるための社会的な生活の支援



取り組みの事実
（実施している内容・実施していない内容）

取り組んでいきたい内容
（すでに取組んでいることも含む）

項目
○印　(取り
組んでいき
たい項目)

73

○家族が参加しやすい行事の実践
年間の行事計画の中に、家族が参加しやすい行事を
取り入れ、家族の参加を呼びかけている。

個別の誕生日会や、地域の行事の時は家族にお声かけし参加して
頂いている。年４回開催予定の家族会は、ご家族の希望を取り入れ
るようにしている。野の花メールで１年間の行事予定を早くお知らせ
している。

74
(27)

○身体拘束をしないケアの実践
運営者及び全ての職員が｢介護保険法指定基準にお
ける禁止の対象となる具体的な行為」及び言葉や薬
による拘束(スピーチロックやドラッグロック）を正しく理
解しており、抑制や拘束のないケアに取り組んでい
る。

法人で「身体拘束マニュアル」を作成しており、スタッフ全員が回覧
し理解している。接遇の勉強会で日頃の言葉かけや基本となる挨
拶の姿勢・語尾・オウム返しの方法など具体的な指導があり、職員
全員が取り組んでいる。どんな場面でも拘束しないことに努めてい
る。

75
(28)

○鍵をかけないケアの実践
運営者及び全ての職員が、居室や日中玄関に鍵をか
けることの弊害を理解しており、鍵をかけないケアに
取り組んでいる。

広い中庭に出られる窓はいつも開けており利用者様の自由な暮ら
しを支援している。職員は利用者様に危険が及ばないようにさりげ
ない見守りを行い危険を察知している。

76

○利用者の安全確認
職員は本人のプライバシーに配慮しながら、昼夜通し
て利用者の所在や様子を把握し、安全に配慮してい
る。

常に利用者の状況をさりげなく観察し、所在の確認と安全に配慮してい
る。居室やトイレに入られている場合もプライバシーに配慮している。歩行
にふらつきのある利用者様の居室入り口ののれんに鈴をつけるなどの工夫
をし安全に努めている。

77

○注意の必要な物品の保管・管理
注意の必要な物品を一律になくすのではなく、一人
ひとりの状態に応じて、危険を防ぐ取り組みをしてい
る。

個々の状態に合わせ物品のお預かりをしている。夜間は台
所の包丁や洗剤は鍵のかかる場所に置いたり、薬は手の届
かない場所に保管したりと工夫している。

78
(29)

○事故防止のための取り組み
転倒、窒息、誤薬、行方不明、火災等を防ぐための知
識を学び、一人ひとりの状態に応じた事故防止に取り
組んでいる。

月に2回ある法人の勉強会等で学ぶ機会があり、職員全員が事故防止に務めてい
る。インシデント・アクシデントを活用し、事故の再発防止にも務め、適切な指導を受
け、ユニット会議でも取り上げ話し合っている。AED設置施設であり地域の拠点と
なっている。誤嚥の対応マニュアルがあり、職員に実習とテストがある。

79
(30)

○急変や事故発生時の備え
利用者の急変や事故発生時に備え、全ての職員が
応急手当や初期対応の訓練を定期的に行っている。

職員全員が普通救命講習Ⅱを受講している。急変や事故発生マ
ニュアルがある。緊急連絡網があり、日頃から伝達訓練を実施し、２
４時間体制で医師や看護師と連携が取れるようにしている。

80

○再発防止への取り組み
緊急事態が発生した場合や、発生の可能性が見られ
た時には、事故報告書や”ヒヤリはっと報告書”等をま
とめるとともに、発生防止のための改善策を講じてい
る。

その都度インシデント・アクシデントで報告。ユニット会議等
で改善策を話しあっている。上司からのアドバイスや法人のリ
スクマネージメント委員会などでも取り上げ具体的な指導を
受けている。

　（４）安心と安全を支える支援



取り組みの事実
（実施している内容・実施していない内容）

取り組んでいきたい内容
（すでに取組んでいることも含む）

項目
○印　(取り
組んでいき
たい項目)

81
(31)

○災害対策
火災や地震、水害等の災害時に、昼夜を問わず利用
者が避難できる方法を身につけ、日ごろより地域の
人々の協力を得られるよう働きかけている。

運営推進会議で自治会・警察・法人の近隣施設に協力を得られる
ように働きかけている。施設での消防・避難訓練に利用者様と一緒
に参加している。

82

○リスク対応に関する家族等との話し合い
一人ひとりに起こり得るリスクについて家族等に説明
し、抑圧感のない暮らしを大切にした対応策を話し
合っている。

ご家族の面会やケアカンファレンス時だけでなく、状態の変化があ
る時には随時医師を含め連絡を取り合いリスクについて説明し、対
応策を一緒に考えて頂いている。入居時におこりうるリスクについて
は説明し理解頂いている。

83

○体調変化の早期発見と対応
一人ひとりの体調の変化や異変の発見に努め、気付
いた際には速やかに情報を共有し、対応に結び付け
ている。

生活の記録表にバイタル・排便等のチェックをしており、すぐに異変
が発見できるよう観察に努めている。スタッフは日頃のバイタルを把
握しており異変があればすぐに看護師・医師に報告している。ス
タッフは記録表・連絡ノートを活用し情報の共有をしている。

84
(32)

○服薬支援
職員は、一人ひとりが使用している薬の目的や副作
用、用法や用量について理解しており、服薬の支援と
症状の変化の確認に努めているとともに、必要な情報
は医師や薬剤師にフィードバックしている。

生活の記録表に「薬について」の紙をファイルし、一人一人の薬の
内容を把握している。また、月２回の薬剤管理指導や医師往診時
にその都度報告・指導して頂いている。服薬時は必ず手渡しし、確
実に飲まれたか最後まで確認している。

85

○便秘の予防と対応
職員は、便秘の原因や及ぼす影響を理解し、予防と
対応のための飲食物の工夫や身体を動かす働きかけ
等に取り組んでいる。

栄養指導で管理栄養士にアドバイスをもらいメニューに乳製品や繊維の多
い食品を取り入れたり、砂糖代わりにオリゴ糖を使用したり、朝一杯の冷水
を飲んでもらったり、腹部マッサージや運動を一緒にするなどして便秘防
止に努めている。また、生活の記録表で排便状況を把握している。

86
(33)

○口腔内の清潔保持
口の中の汚れや臭いが生じないよう、毎食後、一人ひ
とりの口腔状態や力に応じた支援をしているとともに、
歯ブラシや義歯などの清掃、保管について支援して
いる。

一日２回居室にてうがいをして頂いている。また、週に１度歯科医等
が口腔ケアを実施している。ご自分で歯磨き・義歯洗浄のできない
方には介助させて頂いている。週に１回ポリデント消毒をしている。
口腔ケアに力を入れ、肺炎や病気の予防・ＡＤＬの向上に努めてい
る。

87
(34)

○栄養摂取や水分確保の支援
食べる量や栄養バランス、水分量が一日を通じて確
保できるよう、一人ひとりの状態や力、習慣に応じた支
援をしている。

水分チェック表や食事量チェック表で利用者様の状態を把握している。その方に合
わせ、食べ物の形状（きざみ・お粥・とろみ）を変えたり水分摂取が少ない方にはお
好きな飲み物や牛乳寒天をお出しするなどして支援に努めている。また、摂取量が
減った時はすぐに医師・管理栄養士に連絡・相談している。カロリーオーバーになら
ないように体重のチェック表を作成し経過をみる。

88
(35)

○感染症予防
感染症に対する予防や対応の取り決めがあり、実行し
ている(インフルエンザ、疥癬、肝炎、ＭＲＳＡ、ノロウィ
ルス等）。

感染マニュアルを作成し対応している。トイレの手すりやベッドなどの消毒も実施し
ている。毎食前、手指消毒を行い、お膳には消毒したお手拭きも用意している。面
会時には手指消毒をしてもらい必要時にはマスクも着用してもらっている。法人の勉
強会にも参加している。利用者様、職員全員、インフルエンザの予防接種を受けて
いる。

89

○食材の管理
食中毒の予防のために、生活の場としての台所、調
理用具等の衛生管理を行い、新鮮で安全な食材の使
用と管理に努めている。

布巾など台所用品は毎日消毒している。食材の賞味期限
チェックは随時行い期限の過ぎた物は必ず処分している。無
駄な買い置きはしていない。

　（５）その人らしい暮らしを続けるための健康面の支援



取り組みの事実
（実施している内容・実施していない内容）

取り組んでいきたい内容
（すでに取組んでいることも含む）

項目
○印　(取り
組んでいき
たい項目)

90

○安心して出入りできる玄関まわりの工夫
利用者や家族、近隣の人等にとって親しみやすく、安
心して出入りができるように、玄関や建物周囲の工夫
をしている。

玄関のまわりには、紅白のもも・もっこうバラ・みかんが季節折々に
花をつけたり実をつけ、ガラスドアの玄関から四季の様子を楽しむ
ことができる。玄関は上がり框を設けており、普通の家庭に入るよう
な感覚で出入りができるようになっている。

91
(36)

○居心地のよい共用空間づくり
共用の空間(玄関、廊下、居間、台所、食堂、浴室、ト
イレ等）は、利用者にとって不快な音や光がないように
配慮するとともに、生活感や季節感など五感に働きか
ける様々な刺激を採り入れて、居心地よく ・ 能動的に
過ごせるような工夫をしている。

居間には絨毯とソファがあり、仲の良い方々がくつろがれている。天
気の良い日はデッキに出られ日向ぼっこや花の観賞をされている。
絵画や置物のインテリアにも配慮し、文化的な生活を支援してい
る。リビングにはご家族が持って来られた金魚や季節の花を飾りお
世話も楽しまれている。

92

○共用空間における一人ひとりの居場所づくり
共用空間の中には、独りになれたり、気の合った利用
者同士で思い思いに過ごせるような居場所の工夫を
している。

リビングには仲のよい方同士でゆっくり過ごせるソファーや、廊下に
もソファとテーブルがあり思い思いに過ごされている。デッキにもイ
スとテーブルがあり天気の良い日は外でお茶を飲まれる方もいる。

93
(37)

○居心地よく過ごせる居室の配慮
居室あるいは泊まりの部屋は、本人や家族と相談しな
がら、使い慣れたものや好みのものを活かして、本人
が居心地よく過ごせるような工夫をしている。

ご家族にお部屋づくりのお話をし家で使われていたタンスや使い慣
れたラジオ・得意だった大正琴などを持ってきて頂いている。亡くな
られたご主人の描かれた絵を持って来られたりもしている。お好きな
花の世話を居室でされている方もいらっしゃる。

94

○換気・空調の配慮
気になるにおいや空気のよどみがないよう換気に努
め、温度調節は、外気温と大きな差がないよう配慮
し、利用者の状況に応じてこまめに行っている。

掃除の時や天気のいい日は時間を決め窓を開け換気している。職
員が臭いを感じたら徹底して臭いの元を探っている。臭いや湿気の
多い所には備長炭を置き防臭に努めたり、木酢液を使用し消臭に
努めている。

95

○身体機能を活かした安全な環境づくり
建物内部は一人ひとりの身体機能を活かして、安全
かつできるだけ自立した生活が送ることができるように
工夫している。

利用者様が安全に過ごせるようバリアフリーになっており、廊下やト
イレには高さや握りやすさに配慮した手すりをつけている。リビング
や、廊下・居室の床材は滑りにくい物にしている。

96

○わかる力を活かした環境づくり
一人ひとりのわかる力を活かして、混乱や失敗を防
ぎ、自立して暮らせるように工夫している。

混乱を招く状態時には職員で話し合い、その方に合った対応を考
え安心につながるようにしている。（室名札・そっと寄り添う等）出来
なくなった事をさりげなく援助させて頂き、利用者様に恥をかかせな
い・尊厳を傷つけないように配慮している。

97

○建物の外周りや空間の活用
建物の外周りやベランダを利用者が楽しんだり、活動
できるように活かしている。

中庭には花壇や畑がありお世話を楽しまれている。広いウッドデッ
キにはイスとテーブルがあり併設事業所利用者様との共用スペース
として会話を楽しまれている。ベランダにも家庭菜園や季節の花を
植えており皆様収穫を楽しみにされている。

　（２）本人の力の発揮と安全を支える環境づくり

　２．その人らしい暮らしを支える生活環境づくり
　（１）居心地のよい環境づくり



98
職員は、利用者の思いや願い、暮らし方の意向を掴
んでいる。

99
利用者と職員が、一緒にゆったりと過ごす場面があ
る。

100
利用者は、一人ひとりのペースで暮らしている。

101
利用者は、職員が支援することで生き生きした表情や
姿が見られている。

102
利用者は、戸外の行きたいところへ出かけている。

103
利用者は、健康管理や医療面、安全面で不安なく過
ごせている。

104
利用者は、その時々の状況や要望に応じた柔軟な支
援により、安心して暮らせている。

105
職員は、家族が困っていること、不安なこと、求めてい
ることをよく聴いており、信頼関係ができている。

106
通いの場やグループホームに馴染みの人や地域の
人々が訪ねて来ている。

107
運営推進会議を通して、地域住民や地元の関係者と
のつながりが拡がったり深まり、事業所の理解者や応
援者が増えている。

108
職員は、活き活きと働けている。

109
職員から見て、利用者はサービスにおおむね満足し
ていると思う。

110
職員から見て、利用者の家族等はサービスにおおむ
ね満足していると思う。

Ⅴ．サービスの成果に関する項目

項目
取り組みの成果

（該当する箇所を○印で囲むこと）

①ほぼ全ての利用者の　　　　②利用者の２／３くらいの
③利用者の１／３くらいの　　④ほとんど掴んでいない

①毎日ある　　　　　　　　　②数日に１回程度ある
③たまにある　　　　　　　　④ほとんどない

①ほぼ全ての利用者が　　　　②利用者の２／３くらいが
③利用者の１／３くらいが　　④ほとんどいない

①ほぼ全ての利用者が　　　　②利用者の２／３くらいが
③利用者の１／３くらいが　　④ほとんどいない

①ほぼ全ての利用者が　　　　②利用者の２／３くらいが
③利用者の１／３くらいが　　④ほとんどいない

①ほぼ全ての利用者が　　　　②利用者の２／３くらいが
③利用者の１／３くらいが　　④ほとんどいない

①ほぼ全ての利用者が　　　　②利用者の２／３くらいが
③利用者の１／３くらいが　　④ほとんどいない

①ほぼ全ての家族等と　　　　②家族の２／３くらいと
③家族の１／３くらいと　　　④ほとんどできていない

①ほぼ全ての家族等が　　　　②家族等の２／３くらいが
③家族等の１／３くらいが　　④ほとんどできていない

①ほぼ毎日のように　　　　　②数日に１回程度
③たまに　　　　　　　　　　④ほとんどない

①大いに増えている　　　　　②少しずつ増えている
③あまり増えていない　　　　④全くいない

①ほぼ全ての職員が　　　　　②職員の２／３くらいが
③職員の１／３くらいが　　　④ほとんどいない

①ほぼ全ての利用者が　　　　②利用者の２／３くらいが
③利用者の１／３くらいが　　④ほとんどいない



【ホームの概要】

20 年 4 月 1 日

【実施ユニットの概要】 （ 2 月 1 日現在）

名

名 名 名

歳 歳 歳

【自己評価の実施体制】

21 年 3 月 30 日

ユニット職員全員で自己評価に早くから取り組みました。介護の仕事を
一からスタートした職員にもリーダーが中心となりユニット会議等を利用
し、自己評価の重要性を理解してもらい、意見交換の場を作った。この自
己評価でグループホームの可能性、介護においての基礎、また一人ひと
りの尊厳をどう守っていくかを職員全員で考える事ができたと思います。

要支援２ 0

年齢構成 平均 87 最低 83 最高 92

2

ユニットの定員

ユニットの
利用者数

9 男性

要介護３ 3

平成

自 己 評 価 書

所在地

電話番号

【サービスの特徴】　

事業所名 グループホーム野の花

「皆に優しく、共に楽しく」地域の中でいつまでも自分らしく生活して行ける…。ノー
マライゼーションのまちづくりの実践を理念とし、横に座る、その人を知る、嘘をつ
かない、ゆっくりと穏やかにをケアの４つの柱としています。、スタッフ全員が接遇
研修を受けており、介護者の目線を低くし優しく尊厳に配慮した支援に努めており
ます。月に２回の法人勉強会や外部から講師を招いての勉強会、またグループ
ホーム独自の勉強会も実施しており、スタッフのスキルアップに努めております。
野の花ではリビングには流し台を２つ設置しひとつはアイランド式となっているの
で、利用者様の重要なお仕事の場作りとなっています。玄関は家庭に近づけた上
り框を設けており、また施設周辺は潮の満ち引きが見られる厚狭川河口があり、渡
り鳥や水面を吹き抜ける風を感じていただきながら歩ける散歩コースがあります。
ご自分の能力に合わせ、季節を感じて頂きながら生活できる支援に努めておりま
す。
おいしく食事を摂っていただき、また誤嚥性肺炎予防など心と身体の健康を保っ
てもらえる為にも口腔ケアに力を入れており、週に１度の歯科医師・衛生師による
往診（口腔ケア・治療）を受けることができます。薬剤管理指導も月に２回あり、月
に１回のクリニックでの健診は無料でお連れしております。
全職員が救命講習を受講し、８月に健仁会としては２番目になるＡＥＤ（自動式体
外除細動装置）設置ステーションの認定をいただき、地域の拠点となっておりま
す。
開設前より厚陽地区の方々と運営推進会議を立ち上げ、施設見学や説明会を行
う事で地元の方々に運営方針や理念を理解して頂き、受け入れて下さいました。
開設見学会の折には、地元の方が率先して餅つきを行って下さいました。開設後
も、地元の小学生の訪問を受けたり、地域の運動会の参加、地域の夏祭りのやぐ
らの飾り付けの作成を依頼されたり、職員の自治会活動（運動サークル・草刈り）
への参加、また毎月発行の野の花メールは地元自治会の各戸に回覧して下さっ
たりと、地域との交流を深めさせていただいております。また、自治会の方より入居
者様の紹介も頂いております。
６月には、第１回目の家族会として湯谷温泉日帰り旅行に多くのご家族が参加し
て下さいました。第３回目のクリスマス家族会では、施設にある石窯でご家族・利
用者様と一緒にピザ作り、健仁会コーラス部のコーラス等もあり、大変喜んで頂い
ております。今後も年４回の家族会を予定しており、利用者様、ご家族、職員との
信頼を深める場を多くもっていきたいと思います。

平成

要介護４

要介護２ 3

野の花2

9

1 女性 8

要介護１

実施方法

〒754－0004　山陽小野田市大字郡字浜3233番7

評価確定日

開設年月日

1

要介護５ 0

0836－78－1810

ユニットの名称



取り組みの事実
（実施している内容・実施していない内容）

取り組んでいきたい内容
（すでに取組んでいることも含む）

1
(1)

○地域密着型サービスとしての理念
地域の中でその人らしく暮らし続けることを支えていく
サービスとして、事業所独自の理念をつくりあげてい
る。

地域密着型グループホームの取り組みとして、「皆に優しく共
に楽しく地域の中でいつまでも自分らしく生活していける…」
ノーマライゼーションのまちづくりの実践を皆で考えグループ
ホームの理念とした。

2
(2)

○理念の共有と日々の取り組み
管理者と職員は、理念を共有し、理念の実践に向け
て日々取り組んでいる。

毎月発行のホーム便り（野の花メール）や各書類にケアの４
つの柱を明記し、スタッフ一人一人が名札の裏に携帯し理念
から外れないように話し合いを持ち、実践に向けて取り組む
様にしている。

3

○運営理念の明示
管理者は、職員に対し、事業所の運営理念を明確に
示している。

玄関ホールやユニットに掲示し、ご家族や来訪者に理解して
もらるようにしている。業務日誌、野の花メールに掲載し管理
者と職員は理念を共有し日々のケアに活かしている。

4

○運営者や管理者の取り組み
運営者や管理者は、それぞれの権限や責任を踏まえ
て、サービスの質の向上に向け、職員全員と共に熱
意をもって取り組んでいる。

グループホームミーティングに出席し理念のもとにケアの方向性を
示している。インシデント・アクシデント・行事計画・報告書等、目を
通して助言している。グループホーム部会会議・接遇委員会で指
導し職員全員と共に取り組んでいる。

5

○家族や地域への理念の浸透
事業所は、利用者が地域の中で暮らし続けることを大
切にした理念を、家族や地域の人々に理解してもら
えるよう取り組んでいる。

家族会の時や面会時を利用し会話の中で話題に挙げている。運
営推進会議出席のご家族、市の職員、民生委員、自治会長、警察
署、他施設の管理者にもお話している。又、地域の自治会長さん
にお願いし、野の花メールを回覧に入れて頂いている。

6

○隣近所とのつきあい
管理者や職員は、隣近所の人と気軽に声をかけ合っ
たり、気軽に立ち寄ったりしてもらえるような日常的な
付き合いができるよう努めている。

近くの商店に買い物に行った時、近隣の方と挨拶を交わす等、地
域の方との交流を深めている。又近所の喫茶店にお茶をしに出か
けたりして馴染みの関係を作っている。自治会長さんもよく来苑さ
れている。行事で収穫した野菜や花の種を近所の方にお配りして
いる。

7
(3)

○地域とのつきあい
事業所は孤立することなく地域の一員として、自治
会、老人会、行事等、地域活動に参加し、地元の
人々と交流することに努めている。

公民館より地域の夏祭りのやぐらの飾り付けの作成を依頼されたり、盆踊りに参加し
たり、自治会長から地区の運動会、ソフトボール大会やトリムバレー大会の参加の声
掛けがあり地域の方々との交流を深めている。月に1回地域のお寺から法話に住職
が来て下さり、こちらがお寺に伺ってお寺の行事に参加させて頂いている。地域の
方々が集まる消防訓練にも職員が参加している。

8

○事業所の力を活かした地域貢献
利用者への支援を基盤に、事業所や職員の状況や
力に応じて、地域の高齢者の暮らしに役立つことがな
いか話し合い、取り組んでいる。

運営推進会議を通じ、民生委員や自治会長に地域でお困りの高齢者がい
ないかを尋ねている。野の花メールを各自治会長に回覧して頂く際に地域
でお困りの高齢者がいないかを尋ねている。

自 己 評 価 票

Ⅰ．理念に基づく運営
　１．理念の共有

２．地域との支えあい

項目
○印　(取り
組んでいき
たい項目)



取り組みの事実
（実施している内容・実施していない内容）

取り組んでいきたい内容
（すでに取組んでいることも含む）

項目
○印　(取り
組んでいき
たい項目)

9

○評価の意義の理解と活用
運営者、管理者、職員は、自己評価及び外部評価を
実施する意義を理解し、評価を活かして具体的な改
善に取り組んでいる。

全員で自己評価に取り組み、会議の議題として取り上げ、自己評
価及び外部評価を実施する意義を理解してもらっている。

○

外部評価後は、結果について具体的に考察し
改善を行っていきたい。

10
(5)

○運営推進会議を活かした取り組み
運営推進会議では、利用者やサービスの実際、評価
への取り組み状況等について報告や話し合いを行
い、そこでの意見をサービスに活かしている。

開設時より2ヶ月に1回開催し、利用者様の状況や生活の様子、行
事等を資料や写真で報告している。ホームの状況を理解して下
さった事で、地域の夏祭りへの参加や、やぐらの飾り付けの作成の
依頼があった。

○

外部評価後は、野の花メールや推進会議
にて結果をお知らせする予定。

11
(6)

○市町との連携
事業所は、市町担当者と運営推進会議以外にも行き
来する機会をつくり、市町と共にサービスの質の向上
に取り組んでいる。

地域ケア会議・調査研究部会に法人の管理者、ケアマネ他多数参
加している。ケアマネ協議会があり、地域包括支援センター、高齢
福祉課の職員と共に医療・介護の在り方について研修を行ってい
る。市からの見学も多数ある。

12

○権利擁護に関する制度の理解と活用
管理者や職員は、地域福祉権利擁護事業や成年後
見制度について学ぶ機会を持ち、個々の必要性を関
係者と話し合い、必要な人にはそれらを活用するよう
支援している。

現在、成年後見制度を利用されている方はいないが、職員は法人
の勉強会や資料で制度の理解に努めている。ご家族には必要に
応じて個人情報に配慮し、法人の相談員が対応している。

13

○虐待の防止の徹底
管理者や職員は、高齢者虐待防止関連法について
学ぶ機会を持ち、利用者の自宅や事業所内で虐待
が見過ごされることがないよう注意を払い、防止に努
めている。

法人でマニュアルを作成しており、スタッフ全員が回覧し、理解した
上で防止に努めている。接遇研修では、ロールプレイを含め、ス
タッフ全員が意識統一に努めている。法人に専門指導員がおり、ス
ピーチロックを含め、いかなる場合でも虐待はしないようにしてい
る。

14

○契約に関する説明と納得
契約を結んだり解約したりする際は、利用者や家族
等の不安、疑問点を尋ね、十分な説明を行い理解・
納得を図っている。

管理者やリーダーが中心となり、重要事項説明書・契約書・パンフレットを
見て頂きながら丁寧に説明し、質問を受けながら疑問点や不安などの相談
を受け、理解・納得を図り同意を得ている。退去時、居室等に修繕箇所が
あった場合の敷金精算もしっかり文章にて説明し納得いただいている。ま
た重要事項説明書、契約書は随時、見直しも行っている。

15

○運営に関する利用者意見の反映
利用者が意見、不満、苦情を管理者や職員ならびに
外部者へ表せる機会を設け、それらを運営に反映さ
せている。

契約時に公的な相談窓口、第三者相談窓口もお伝えしている。意見や希
望は家族会、カンファレンス、また面会時にはお茶をお出しし、想いを早め
に把握し、要望・苦情の第一歩目の窓口としている。

16
(7)

○家族等への報告
事業所での利用者の暮らしぶりや健康状態、金銭管
理、職員の異動等について、家族等に定期的及び
個々に合わせた報告をしている。

家族会や面会時にケース記録や領収書を貼り付けた出納簿、家族ノート、
アルバム等を見て頂きお伝えしている。また遠方のご家族には電話にて様
子をお伝えしている。請求書郵送の際に、野の花メール、出納簿の写し、
健康診断結果に医師のコメントを書き入れ、一緒に郵送している。必要に
応じてリーダーや担当者、医師が電話で報告している。

　４．理念を実践するための体制

　３．理念を実践するための制度の理解と活用



取り組みの事実
（実施している内容・実施していない内容）

取り組んでいきたい内容
（すでに取組んでいることも含む）

項目
○印　(取り
組んでいき
たい項目)

17

○情報開示要求への対応
利用者及び家族等からの情報開示の要求に応じて
いる(開示情報の整理、開示の実務等）。

ケース記録や現金出納簿等の個人情報は代理人の方のみ
開示している。見て頂いた後は日付とサインを記入してもらっ
ている。その他、ご家族には面会時お茶をお出しし、アルバ
ムを見ていただきながら日常の様子をお伝えしている。

18
(8)

○運営に関する家族等意見の反映
家族等が意見、不満、苦情を管理者や職員ならびに
外部者へ表せる機会を設け、それらを運営に反映さ
せているとともに、相談や苦情を受け付ける窓口及び
職員、第三者委員や外部機関を明示し、苦情処理の
手続きを明確に定めている。

法人の苦情対策委員会がありいつでも受け入れしている。契約時には公
的機関・第三者委員・担当職員・相談員もお知らせしている。ケアカンファ
レンス・面会・家族会等は意見を聞くいい機会となっている。必要な方には
家族ノートを利用し意見が聞けており、速やかな対応ができている。また面
会時にお茶をお出しする時を苦情受付の第一の窓口としている。年２回ア
ンケートを実施し、結果は野の花メールでお知らせしている。

19

○運営に関する職員意見の反映
運営者や管理者は、運営に関する職員の意見や提
案を聞く機会を設け、反映させている。

申し送りや月2回のユニット会議において、職員の意見を聞く
機会を設けている。リーダーは職員からも意見や提案があっ
た場合、管理者や代表に報告し、運営推進会議やグループ
リーダー会議等で議題に挙げ反映させている。

20
(9)

○柔軟な対応に向けた勤務調整
利用者や家族の状況の変化、要望に柔軟な対応が
できるよう、夜間を含め必要な時間帯に職員を確保す
るための話し合いや勤務の調整に努めている。

急きょ人員が必要になった場合はすぐにグループホーム内
や同施設内スタッフの応援がある。休日出勤があった場合は
代休をとっている。夜間は同施設内スタッフと連携がとれてい
る。

21
(10)

○職員の異動等による影響への配慮
運営者は、利用者が馴染みの管理者や職員による支
援を受けられるように、異動や離職を必要最小限に
抑える努力をし、代わる場合は、利用者へのダメージ
を防ぐ配慮をしている。

健仁会では色々な事業所があるが、なるべくグループホーム内で
の必要最小限で移動を考えている。異動があった場合は、新旧ス
タッフが引き継ぎを行いご家族や利用者へ挨拶を行い利用者への
ダメージを防ぐ配慮をしている。又、新人スタッフには日勤・夜勤共
に重複勤務（１～３回）を行うなど、早く馴染めるように指導してい
る。

22
(11)

○職員を育てる取り組み
運営者は、管理者や職員を段階に応じて育成するた
めの計画をたて、法人内外の研修を受ける機会の確
保や、働きながらトレーニングしていくことを進めてい
る。

新人研修や中途入社研修のマニュアルを作り指導している。法人では月2回の基本
介護講習や月1回の全体研修、年1回の接遇研修を実践しており講習はポイント制
になっており講師・参加者には報酬もある。資格取得にも協力的である。又、勤務の
一環として外部研修の機会もあり、実践者研修に参加している。研修後は速やかに
報告書を提出し、スタッフ全員に回覧している。グループホーム独自の勉強会もあり
スタッフの知識・技術の向上に努めている。

23

○職員配置への取り組み
多様な資質(年代、性別、経験等）をもった職員を配
置することにより、多様な利用者の暮らしに対応して
いる。

20代から50代まで幅広い年代のスタッフを配置し、それぞれ
の経験や技術を活かして利用者様に柔軟な対応が出来るよ
うにしている。

24
(12)

○同業者との交流を通じた向上
運営者は、管理者や職員が地域の同業者と交流する
機会を持ち、ネットワークづくりや勉強会、相互訪問
等の活動を通じて、サービスの質を向上させていく取
り組みをしている。

県や地域のグループホーム連絡会の勉強会や外部研修に
参加し、サービスの質の向上に努めている。運営推進会議の
際近隣のグループホームをお招きし情報交換を行っている。

　５．人材の育成と支援



取り組みの事実
（実施している内容・実施していない内容）

取り組んでいきたい内容
（すでに取組んでいることも含む）

項目
○印　(取り
組んでいき
たい項目)

25

○職員のストレス軽減に向けた取り組み
運営者は、管理者や職員のストレスを軽減するための
工夫や環境づくりに取り組んでいる。

職員の悩みは個別にリーダーが聞くようにし、管理者、代表の流れ
で問題点の把握、改善に努めている。又、懇親会を行いストレス発
散の場を設けている。休憩時間は必ずとるようにしている。又、業務
終了30分以内に帰宅するようにしている。

26

○向上心を持って働き続けるための取り組み
運営者は、管理者や職員個々の努力や実績、勤務
状況を把握し、各自が向上心を持って働けるように努
めている。

就業規則がある。全員で月リーダー等の役割を分担し、担当となる
ことで自信や向上心に繋げている。運営者はスタッフの希望日の
休暇が取得できるように配慮し各自が向上心を持って働けるように
努めている。

27

○職員の業務に対する適切な評価
運営者は、高い専門性やリスクを要求される管理者
や職員の業務に対し、処遇等における適切な評価に
努めている。

スタッフ一人一人のこれまでの経験、能力を活かし適切な仕
事をしてもらっている。人間として家庭人として優しく優れた
人が望ましいと考えている。能力に応じた報酬とやりがいのあ
る職場づくりに努めている。

28

○初期に築く本人との信頼関係
相談から利用に至るまでに本人が困っていること、不
安なこと、求めていること等を本人自身からよく聴く機
会をつくり、受けとめる努力をしている。

入居前に面談の機会を設け、ご本人の思いをよく聴き、利用
するにあたっての不安を解消するように努めている。相談員
からの情報をもとに、職員間での意思統一を図り信頼関係が
早く気付けるようにしている。

29

○初期に築く家族との信頼関係
相談から利用に至るまでに家族等が困っていること、
不安なこと、求めていること等をよく聴く機会をつくり、
受けとめる努力をしている。

施設サービスの問い合わせは法人相談員が丁寧に対応して
いる。管理者、リーダーはご家族の思いを聞く機会を早くから
設け、その思いを受け止められるよう相談員と連携しあってい
る。担当スタッフもすぐに配置している。

30

○初期対応の見極めと支援
相談を受けた時に、本人と家族が｢その時｣まず必要
としている支援を見極め、他のサービス利用も含めた
対応に努めている。

ご本人、ご家族がまず何を必要とされているのかを法人相談員・ケアマネ・
管理者・グループホーム職員が連携をとり、理解、把握し対応している。法
人施設で入居を待たれている方も多く、無理のない適切なサービスが受け
られるよう支援している。接遇研修もしており尊厳に配慮した接し方を心が
けている

31
(13)

○馴染みながらのサービス利用
本人が安心し、納得した上でサービスを利用するた
めに、サービスをいきなり開始するのではなく、職員
や他の利用者、場の雰囲気に徐々に馴染めるよう家
族等と相談しながら工夫している。

本人やご家族にホームに来ていただき、他利用者様や職員、雰囲
気になじめるように支援する。入居希望の方が来られたら居間でお
茶を飲んだり、利用者様と触れ合ったりしていただき、場の雰囲気
に馴染めるように工夫している。見学は希望があれば随時行って
おり短期間での入居も受け入れている。

32
(14)

○本人と共に過ごし支えあう関係
職員は、本人を介護される一方の立場におかず、一
緒に過ごしながら喜怒哀楽を共にし、本人から学んだ
り、支えあう関係を築いている。

料理、裁縫、畑作業等、ご本人の得意とされること、お好き
だったことをご本人、ご家族から伺い利用者様が先生となら
れ主役となられる場面を多く設けている。また常に利用者様
が選択できる様な声かけをしている。

Ⅱ．安心と信頼に向けた関係づくりと支援
　１．相談から利用に至るまでの関係づくりとその対応

　２．新たな関係づくりとこれまでの関係継続への支援



取り組みの事実
（実施している内容・実施していない内容）

取り組んでいきたい内容
（すでに取組んでいることも含む）

項目
○印　(取り
組んでいき
たい項目)

33

○本人を共に支えあう家族との関係
職員は、家族を支援される一方の立場におかず、喜
怒哀楽を共にし、一緒に本人を支えていく関係を築
いている。

利用者様の日々の暮らしの出来事や気付いたことを面会時
や家族会、お誕生日会、カンファレンス、電話で密に報告し、
又、連絡ノートを作成し、ご家族の思いに寄り添いながら、共
に利用者様を支えていける様に協力を求めている。

34

○本人と家族のよりよい関係に向けた支援
これまでの本人と家族との関係の理解に努め、より良
い関係が築いていけるように支援している。

入居前の面談時にご家族との関係等をお伺いし、どんな支援が必
要か職員間で検討し、入居当日から個々に適した支援ができるよう
努めている。使い馴染まれている物や家具を持ってきていただき一
緒に居室作りをい行い、良好な関係が継続出来るよう努めている。

35

○馴染みの人や場との関係継続の支援
本人がこれまで大切にしてきた馴染みの人や場所と
の関係が途切れないよう、支援に努めている。

寄り添い（アセスメントシート）を活用し行きつけの店、思い出
の場所などをお伺いし、馴染みの場所に外出できる機会を
行事に組み込んだり、家に帰れる方は外泊して頂いている。
また昔からの友人が面会に来たりされている。

36

○利用者同士の関係の支援
利用者同士の関係を把握し、一人ひとりが孤立せず
に利用者同士が関わり合い、支え合えるように努めて
いる。

利用者様間の関係を把握し時にはスタッフが間に入り話しやすい
雰囲気作りや皆で一緒に出来ることを提供している。仲の良い方同
士で散歩に行かれたり、食事の席も相性を考え配置を考えている。
合同行事の際には普段関わりが少ない利用者同士が関わりを持て
るように援助している。

37

○関係を断ち切らない取り組み
サービス利用（契約）が終了しても、継続的な関わりを
必要とする利用者や家族には、関係を断ち切らない
つきあいを大切にしている。

退去された方には野の花での思い出のアルバムを贈らせて
頂いている。また亡くなられた利用者様には初正月にお線香
をあげに伺っている。退居される方には次の退去先の相談も
受けている。

○

入院された方にはお見舞いに行きたい。

38
(15)

○思いや意向の把握
一人ひとりの思いや暮らし方の希望、意向の把握に
努めている。困難な場合は、本人本位に検討してい
る。

日々の行動や表情に気配りし、食事の時間ゆっくりと一緒に食べながら会
話の中から思いに耳を傾けている。日々の関わりの中からお一人お一人の
サインを見逃さないようにしている。意思を伝えるのが困難になられる前に
信頼関係を築き、希望を聞き、自己決定、自己選択が出来る様に援助して
いる。

39

○これまでの暮らしの把握
一人ひとりの生活歴や馴染みの暮らし方、生活環
境、これまでのサービス利用の経過等の把握に努め
ている。

話の折に伺ったり、ご家族や関係者から面会時やケアカン
ファレンス時を利用してお話を伺うこともある。又、一人ひとり
の学歴、職歴、趣味、嗜好などをまとめた寄り添い表という用
紙を作成し生活歴の把握に努めている。

40

○暮らしの現状の把握
一人ひとりの一日の過ごし方、心身状態、有する力等
の現状を総合的に把握するように努めている。

ケース記録に一日の様子を記録し、ちょっとした変化にも連絡帳で申し送
るようにしている。生活の記録には、心身の細かい記録を残し、出勤前に
目を通すようにしている。日々の職員の気付きを大切にし、会議等で議題
に挙げ話し合い、一人ひとりの持てる力（料理、裁縫、掃除、図画工作）を
発揮して頂ける場面をさりげなく支援している。

Ⅲ．その人らしい暮らしを続けるためのケアマネジメント
　１．一人ひとりの把握



取り組みの事実
（実施している内容・実施していない内容）

取り組んでいきたい内容
（すでに取組んでいることも含む）

項目
○印　(取り
組んでいき
たい項目)

41
(16)

○チームで作る利用者本位の介護計画
本人がより良く暮らすための課題とケアのあり方につ
いて、本人、家族必要な関係者と話し合い、それぞれ
の意見やアイディアを反映した介護計画を作成して
いる。

ご本人に要望を伺い、ご家族にも面会時や遠方の方には電話で
伺い、又ケアカンファレンスに参加して頂きケアプランの原案を作
成し、スタッフ間でも意見交換をし最終的にお一人お一人の担当
者と介護支援専門員が立案し、職員全員が統一したケアを提供し
ている。

42
(17)

○現状に即した介護計画の見直し
介護計画の期間に応じて見直しを行うとともに、見直
し以前に対応できない変化が生じた場合は、本人、
家族、必要な関係者と話し合い、現状に即した新たな
計画を作成している。

３か月を見直し期間としているが、介護度変更や急激な変化
が生じた場合は、その都度、ケアカンファレンスを開催し、現
状に応じたケアプランを作成している。モニタリングを行いケ
アプランの見直しも行っている。

43

○個別の記録と実践への反映
日々の様子やケアの実践・結果、気づきや工夫を個
別記録に記入し、情報を共有しながら実践や介護計
画の見直しに活かしている。

月に1度、担当者がケアプランの評価・反省を行い、日々の
気付きは連絡帳に記録し、月2回のユニット会議の際に議題
に取り上げている。ケアプランの本人の要望とご家族の要望
は色分けし分かるように記入している。

44
(18)

○事業所の多機能性を活かした支援
本人や家族の状況、その時々の要望に応じて、事業
所の多機能性を活かした柔軟な支援をしている。

利用者様やご家族の希望により、他科受診の付き添い等を有料で
している。24時間医療連携も実施しており、状況の変化に直ぐに対
応できる体制があり、その都度必要な事を支援している。月1回の
健康診断は法人内のクリニックに無料でお連れしている。

45

○地域資源との協働
本人の意向や必要性に応じて、民生委員やボラン
ティア、警察、消防、文化・教育機関等と協力しながら
支援している。

地域の公民館での催しに参加したり運営推進会議に民生委
員、公民館館長、警察署、又は近隣のグループホームをお
招きし連携を深めている。地域の消防署や警察による出前講
座にも利用者様と一緒に参加している。

○

推進会議により多くの機関の方々をお招き
し、より深く連携をとっていきたい。

46

○事業所の地域への開放
事業所の機能を、利用者のケアに配慮しつつ地域に
開放している（認知症の理解や関わり方についての
相談対応・教室の開催、家族・ボランティア等の見学・
研修の受け入れ等）。

地域の住職さんが法話に来て下さる。他、小学生の来訪、ボ
ランティアによる演奏会などがある。又、見学者の受け入れも
している。ご家族がリビングに飾るお花を持ってきて下さった
りしている。

47

○他のサービスの活用支援
本人の意向や必要性に応じて、地域の他の介護支
援専門員やサービス事業者と話し合い、他のサービ
スを利用するための支援をしている。

出張美容室、歯科医による往診、薬剤管理指導、栄養管理
指導など多様なサービスが行なわれている為、連携し支援に
努めている。

48

○地域包括支援センターとの協働
本人の意向や必要性に応じて、権利擁護や総合的
かつ長期的なケアマネジメント等について、地域包括
支援センターと協働している。

地域包括支援センターの職員を運営推進会議にお招きし、
ご家族へ助言をもらったりしている。

　２．本人がより良く暮らし続けるための介護計画の作成と見直し

　３．多機能性を活かした柔軟な支援

　４．本人がより良く暮らし続けるための地域資源との協働



取り組みの事実
（実施している内容・実施していない内容）

取り組んでいきたい内容
（すでに取組んでいることも含む）

項目
○印　(取り
組んでいき
たい項目)

49
(19)

○かかりつけ医の受診支援
本人及び家族等の希望を大切にし、納得が得られた
かかりつけ医と事業所の関係を築きながら、適切な医
療を受けられるように支援している。

月に１回法人のクリニックに受診し定期検診を行っており、結果に
ついては利用料請求と一緒にお知らせしている。また、入居前から
のかかりつけ医で医療を受けられるようご家族と協力し通院介助、
情報伝達して他科受診も支援している。定期健診に行くことが難し
い方には、在宅総合診療を行っている。

50

○認知症の専門医等の受診支援
専門医等認知症に詳しい医師と関係を築きながら、
職員が相談したり、利用者が認知症に関する診断や
治療を受けられるよう支援している。

当法人の理事長が認知症の専門医であり常時、相談してい
る。医師の判断で医大、労災病院の精神科受診も行なって
おり、その際は必ずご家族同意のもと一緒に診察を受ける様
にしている。

51

○看護職との協働
利用者をよく知る看護職員（母体施設の看護師等）あ
るいは地域の看護職（かかりつけ医の看護職、保健
センターの保険師等）と気軽に相談しながら、日常の
健康管理や医療活用の支援をしている。

施設内の他事業所の看護師の協力があり、連携しながら健
康管理・状態変化に早期対応をしている。

52

○早期退院に向けた医療機関との協働
利用者が入院した時に安心して過ごせるよう、また、
できるだけ早期に退院できるように、病院関係者との
情報交換や相談に努めている。あるいは、そうした場
合に備えて連携している。

入院時には利用者様のサマリーを作成し職員からも病院等
に様子をしっかり伝えることにしている。又、相談員を通して
主治医やご家族と相談している。希望があれば、入院されて
もお部屋をキープする事が出来る。

53
(20)

○重度化や終末期に向けた方針の共有
重度化した場合や終末期のあり方について、できるだ
け早い段階から本人や家族等ならびにかかりつけ医
等と繰り返し話し合い、全員で方針を共有している。

終末期の指針、対応マニュアルがある。在宅総合診療があ
り、見取りの為２４時間体制もあり職員、家族、医師は密に連
絡を取り合いご家族の想いに添える支援に心掛けている。

54

○重度化や終末期に向けたチームでの支援
重度や終末期の利用者が日々をより良く暮らせるた
めに、事業所の「できること・できないこと」を見極め、
かかりつけ医等とともにチームとしての支援に取り組
んでいる。あるいは、今後の変化に備えて検討や準
備を行っている。

状態の変化に合わせて医師と連携をとりながら、随時適切な
支援をしている。家族との話し合いの場を多く持つようにして
いる。薬剤師、管理栄養士にも相談し指導をもらっている。

55

○住み替え時の協働によるダメージの防止
本人が自宅やグループホームから別の居所へ移り住
む際、家族及び本人に関わるケア関係者間で十分な
話し合いや情報交換を行い、住み替えによるダメー
ジを防ぐことに努めている

入居時より法人の相談員が関わるので、法人内の移動にはご家族
も安心しておられる。他施設や病院へ入院される時には、アセスメ
ント・サマリー等を早めに作成し情報交換を行っている。移動後は
担当や馴染みの職員が訪ねていくことでダメージを防ぐことに努め
ている。



取り組みの事実
（実施している内容・実施していない内容）

取り組んでいきたい内容
（すでに取組んでいることも含む）
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56
(21)

○プライバシーの確保の徹底
一人ひとりの誇りやプライバシーを損ねるような言葉
かけや対応、記録等の個人情報の取り扱いをしてい
ない。

接遇委員を先頭にスタッフ全員が接遇研修を受けており丁寧な言葉遣い、
挨拶に取り組み、プライバシー保護のマニュアルを作成している。個人情
報、記録等は所定の場所に保管しており、代理人の方にしか公開していな
い。契約時には室名札や野の花メール、インターネット等の写真掲載も同
意を得ている。

57

○利用者の希望の表出や自己決定の支援
本人が思いや希望を表せるように働きかけたり、わか
る力に合わせた説明を行い、自分で決めたり納得し
ながら暮らせるように支援をしている。

利用者様に合わせて押し付けにならない様、充分確認しながら選
択肢のある声掛けを行い、自己決定ができる場面を作っている。ま
た本人の希望をお伺いして外出や料理をしたり、入浴などもその方
に合わせ説明し納得した上で行っている。

58

○“できる力”を大切にした家事への支援
家事(調理、配膳、掃除、洗濯、持ち物の整理や補
充、日用品や好みの物などの買い物等）は、利用者
の“できる力”を大切にしながら支援している。

料理の味付けや材料を切ったり、しそジュース作り、柏餅作り等、利
用者様が先生となられスタッフが教わりながら活躍の場を作ってい
る。又、過去の生活歴から得意とされる事を把握し、それぞれの利
用者様が主役になられる場面を多く作っている。

59
(22)

○日々のその人らしい暮らし
職員側の決まりや都合を優先するのではなく、一人
ひとりのペースを大切にし、その日をどのように過ごし
たいか、希望にそって支援している。

その方の今までの生活習慣に合わせ、食事・入浴・起床等ご本人のペース
に合わせた生活が出来るように支援している。夕食を召し上がられている
間に入浴される方もいらっしゃる。日々の寄り添いの中でご本人の希望や
お好きな物を伺いお誕生会等に活用している。

60

○身だしなみやおしゃれの支援
その人らしい身だしなみやおしゃれができるように支
援し、理容・美容は本人の望む店に行けるように努め
ている。

行きつけの美容院に行かれるかたもいらっしゃる。服装も利用者様の好み
を大切にし、整容で援助が必要な方に対してはさりげなく支援を心掛けて
いる。外出の際には季節に合わせた外出着（帽子・靴・バック）を用意して
いただいているので、ご本人の好みに合わせて一緒に服選びをしている。
毎月美容室が来苑し、パーマをかけたり、カラーを入れたりと好きな髪型に
されている。

61
(23)

○食事を楽しむことのできる支援
食事が楽しみなものになるよう、一人ひとりの好みや
力を活かしながら、利用者と職員が一緒に準備や食
事、片付けをしている。

朝食・夕食は利用者様と一緒に味見をしながら料理を作っている。一緒に
買い物に行き食材を選んで頂きアドバイスをもらっている。食前・食後は一
緒に配膳したり、食器洗いをしたりして利用者様の力を活かしながら援助し
ている。利用者様の状態に応じて食事形態も工夫している。個別に外出し
た際に外でお好きな物を食べて頂くなど楽しい食事をとるようにしている。

62

○本人の嗜好の支援
本人が望むお酒、飲み物、おやつ、たばこ等、好み
のものを一人ひとりの状況に合わせて、日常的に楽し
めるよう支援している。

買い物には嗜好品を購入され楽しめるように支援している。リビング
では飲み物も色々と揃え好きな時に飲んで頂ける様にしている。
又、その方の状態に合わせ、水分にとろみなどを付けている。ご家
族の方よりお酒の差し入れもあり、食事の際に飲んで頂いている。

　（２）その人らしい暮らしを続けるための基本的な生活の支援

Ⅳ．その人らしい暮らしを続けるための日々の支援
　１．その人らしい暮らしの支援
　（１）一人ひとりの尊重



取り組みの事実
（実施している内容・実施していない内容）

取り組んでいきたい内容
（すでに取組んでいることも含む）

項目
○印　(取り
組んでいき
たい項目)

63

○気持ちのよい排泄の支援
排泄の失敗やおむつの使用を減らし、一人ひとりの
力や排泄のパターン、習慣を活かして気持ちよく排泄
できるよう支援している。

入居日より排泄チェック表を記入し、その方の排泄パターンをスタッフ全員
で把握できるようにしている。排泄パターンに合わせてさりげなく声掛けしト
イレ誘導を行い、排泄の失敗を防ぐことにより本人のダメージの軽減に努
めている。最期まで自立排泄が出来るように支援に努めている。パットやオ
ムツの種類は多種類用意しておりその方にあった物を使用している。

64
(24)

○入浴を楽しむことができる支援
曜日や時間帯を職員の都合で決めてしまわすに、一
人ひとりの希望やタイミングに合わせて、入浴を楽し
めるように支援している。

入浴時間はご本人の希望やタイミングに合わせて入浴して頂いている。お
好みの湯温や菖蒲湯、ゆず湯、入浴剤を使用したり気持ちよく入浴して頂
ける様に工夫している。シャワー浴や機械浴、足浴、清拭での対応も行っ
ている。入浴時間は14時から21時までとなっており、寝る前に入浴される方
もおられる。

65

○安眠休息の支援
一人ひとりの生活習慣やその時々の状況に応じて、
安心して気持ちよく休息したり、眠れるよう支援してい
る。

使い慣れた個々の寝具を使用して頂き安眠できるようにして
いる。又、ソファー等にかけて頂き、リラックスできる音楽を流
し気持ちよく休息できるように工夫している。その時に応じて
食事の時間をずらすなど、その方に合った対応をしている。

66
(25)

○役割、楽しみごと、気晴らしの支援
張り合いや喜びのある日々を過ごせるように、一人ひ
とりの生活歴や力を活かした活躍できる場面づくり、
楽しみごと、気晴らしの支援をしている。

担当スタッフと個別に買い物、食事、入浴、ドライブ等に出掛け、思
い思いの所に外出して気晴らしが出来るように支援している。又、
料理、・編み物・花の苗植え・図画工作など、お好きな事に取り組
んで頂きご自分の力が十分に発揮できる様支援し感謝の気持ちを
お伝えしている。

67

○お金の所持や使うことの支援
職員は、本人がお金を持つことの大切さを理解して
おり、一人ひとりの希望や状態に応じて、お金を所持
したり使えるように支援している。

金銭管理ができる方はご家族と相談し、小額のお金を持って
いただいている。買い物の外出の際にはご本人に支払いし
てもらえる機会をつくり、ご自分で支払いのできる支援をして
いる。

68
(26)

○日常的な外出支援
事業所の中だけで過ごさずに、一人ひとりのその日
の希望にそって、戸外に出かけられるよう支援してい
る。

季節に応じて、桜・菖蒲・紫陽花・梅等の見学に出掛けたり、
買い物、外食、ドライブ、温泉に行かれ気分転換を図ってい
る。また定期的に近くの商店や、川沿いをのんびり散歩して
いる。車椅子の方も外出することが出来る。

○

お里帰りや墓参りなど希望に応じて個別に
支援していきたい。

69

○普段行けない場所への外出支援
一人ひとりが行ってみたい普段は行けないところに、
個別あるいは他の利用者や家族とともに出かけられる
機会をつくり、支援している。

家族会で日帰り旅行に行ったり、行ってみたいところを伺い
行事計画に組み込み、個別または仲の良い利用者同士で外
出する機会をつくり支援している。ご家族との外出や旅行を
楽しまれる方もいらっしゃる。

70

○電話や手紙の支援
家族や大切な人に本人自らが電話をしたり、手紙の
やり取りができるように支援をしている。

いつでも自由にかけることが出来る公衆電話を設置してい
る。又、ご本人専用の携帯電話を使い自らが電話をされてい
る。手紙も自由に書いて頂いている。ご家族からも手紙が届
きご返事を自由に書かれている。

71

○家族や馴染みの人の訪問支援
家族、知人、友人等、本人の馴染みの人たちが、い
つでも気軽に訪問でき、居心地よく過ごせるよう工夫
している。

面会があった際は職員一同、笑顔でお迎えし、お茶をお出し
してゆっくりして頂いている。又、ご家族とも気さくにコミュニ
ケーションを取り、野の花にまた遊びに来ようと思って頂ける
ような環境作りを心掛けている。

　（３）その人らしい暮らしを続けるための社会的な生活の支援



取り組みの事実
（実施している内容・実施していない内容）

取り組んでいきたい内容
（すでに取組んでいることも含む）

項目
○印　(取り
組んでいき
たい項目)

72

○家族の付き添いへの支援
利用者や家族が家族の付き添いを希望したときは、
居室への宿泊も含め適切に対応している。

希望された時はいつでも宿泊でき、有料にて食事も提供して
いる。

73

○家族が参加しやすい行事の実践
年間の行事計画の中に、家族が参加しやすい行事を
取り入れ、家族の参加を呼びかけている。

個別の誕生会や、地域の行事の時はご家族にお声をかけ参
加して頂いている。またアンケートをとり、家族会などの行事
を企画する際の参考にしている。野の花メールで、１年間の
行事予定を早くお知らせしている。

74
(27)

○身体拘束をしないケアの実践
運営者及び全ての職員が｢介護保険法指定基準に
おける禁止の対象となる具体的な行為」及び言葉や
薬による拘束(スピーチロックやドラッグロック）を正しく
理解しており、抑制や拘束のないケアに取り組んでい
る。

法人で身体拘束マニュアルを作成し、どんな場面でも拘束し
ないケアに取り組んでいる。又、選択肢をもった声かけでス
ピーチロックの防止を心掛けている。スタッフの休息時間を取
り体調にも配慮している。

75
(28)

○鍵をかけないケアの実践
運営者及び全ての職員が、居室や日中玄関に鍵を
かけることの弊害を理解しており、鍵をかけないケア
に取り組んでいる。

中庭に出られる窓は開けており、利用者様の自由な暮らしを支援し
ている。職員は利用者様に危険が及ばないように見守りを行い危
険を察知している。利用者様より外に出たいとの希望があればすぐ
に対応している。

76

○利用者の安全確認
職員は本人のプライバシーに配慮しながら、昼夜通し
て利用者の所在や様子を把握し、安全に配慮してい
る。

スタッフ間で利用者様がどこにいらっしゃるのか確認し合って
いる。スタッフは利用者様の姿が確認出来る様、立ち位置・
座り位置を考えている。居室入口にはカーテンを付けるなど
プライバシーの配慮ができている。

77

○注意の必要な物品の保管・管理
注意の必要な物品を一律になくすのではなく、一人
ひとりの状態に応じて、危険を防ぐ取り組みをしてい
る。

個々の状態に合わせ物品のお預かりをしている。夜間は台
所の包丁や洗剤は鍵のかかる場所に置いたり、薬は手の届
かない場所に保管したりと工夫している。

78
(29)

○事故防止のための取り組み
転倒、窒息、誤薬、行方不明、火災等を防ぐための
知識を学び、一人ひとりの状態に応じた事故防止に
取り組んでいる。

インシデント・アクシデントを活用し、利用者様お一人お一人に考えられるリ
スクを検討。プランに組み込む等、事故防止に努めている。又、月２回の法
人の勉強会等で学ぶ機会があり、適切な指導を受けている。誤嚥への対
応マニュアルがあり、スタッフ全員に実習とテストがある。ＡＥＤの設置施設
であり地域の拠点となっている。薬は朝・昼・夕と色分けし個人別に分けて
いる。

79
(30)

○急変や事故発生時の備え
利用者の急変や事故発生時に備え、全ての職員が
応急手当や初期対応の訓練を定期的に行っている。

救命講習がありＡＥＤの操作もスタッフ全員が体験習得している。
又、緊急時のマニュアルがあり全てのスタッフが確認している。又、
スタッフルームの見やすい場所に掲示し、すぐ手順に沿って対応
できるようになっている。医師・看護師との連絡体制もある。

　（４）安心と安全を支える支援



取り組みの事実
（実施している内容・実施していない内容）

取り組んでいきたい内容
（すでに取組んでいることも含む）

項目
○印　(取り
組んでいき
たい項目)

80

○再発防止への取り組み
緊急事態が発生した場合や、発生の可能性が見られ
た時には、事故報告書や”ヒヤリはっと報告書”等をま
とめるとともに、発生防止のための改善策を講じてい
る。

インシデント・アクシデント報告書を記入しその都度報告し会
議等で議題に挙げ、改善策を取っている。又、法人内のリス
クマネージメント委員会に提出し指導を受け、両ユニットで確
認し合っている。

81
(31)

○災害対策
火災や地震、水害等の災害時に、昼夜を問わず利用
者が避難できる方法を身につけ、日ごろより地域の
人々の協力を得られるよう働きかけている。

運営推進会議の際自治会、近隣施設、警察の方々に協力を得ら
れるように働きかけている。災害時には近くに自治会の避難場所も
あり、スタッフ全員が把握している。また施設での消防・非難訓練に
も利用者と一緒に参加している。

82

○リスク対応に関する家族等との話し合い
一人ひとりに起こり得るリスクについて家族等に説明
し、抑圧感のない暮らしを大切にした対応策を話し
合っている。

ご家族の面会やケアカンファレンス時だけでなく、状態に変
化がある時には随時医師を含め連絡を取り合いリスクについ
て説明し、対応策を一緒に考えて頂いている。入居時に起こ
りうるリスクについては説明し理解頂いている。

83

○体調変化の早期発見と対応
一人ひとりの体調の変化や異変の発見に努め、気付
いた際には速やかに情報を共有し、対応に結び付け
ている。

日常の様子の細かい変化も記録に残し、毎日バイタル測定を行い早期発
見、早期対応をしている。職員が情報を共有できるように連絡ノートを活用
している。食事量、水分量、排便チェックも行なっている。異変を発見した
時はすぐに他事業所の看護師や医師へ報告し早期対応に結び付けてい
る。

84
(32)

○服薬支援
職員は、一人ひとりが使用している薬の目的や副作
用、用法や用量について理解しており、服薬の支援と
症状の変化の確認に努めているとともに、必要な情
報は医師や薬剤師にフィードバックしている。

服薬は手渡しし必ず確認している。月2回金曜日薬剤師から薬剤管理指
導を受け、効能・副作用等の指導を受けている。又、錠剤を服用することが
困難な方にもいらっしゃる為薬の形態や飲み方についての相談もしてい
る。投薬一覧表を作成しており、新しく処方された薬は連絡ノート・生活の
記録にて申し送りスタッフ全員が把握できるようにしている。

85

○便秘の予防と対応
職員は、便秘の原因や及ぼす影響を理解し、予防と
対応のための飲食物の工夫や身体を動かす働きか
け等に取り組んでいる。

栄養指導で管理栄養士にアドバイスをもらい日頃からメニューに乳
製品を取り入れたり、又、砂糖の代わりにオリゴ糖を使用したり、お
腹のマッサージや運動の声掛けをしている。生活の記録の排便
チェックで排便の把握をして必要に応じて医師の指示を受けてい
る。

86
(33)

○口腔内の清潔保持
口の中の汚れや臭いが生じないよう、毎食後、一人
ひとりの口腔状態や力に応じた支援をしているととも
に、歯ブラシや義歯などの清掃、保管について支援
している。

一日２回食後の口腔ケアはご本人の出来ない所を補うように支援し
ている。又、寝る前は義歯を外し、洗浄後ポリデントで消毒してい
る。毎週木曜日に歯科医による口腔ケア、指導、助言を頂き、それ
に基づいたケアを行っている。歯ブラシは適度に交換している。舌
苔除去ブラシを使用し口腔内の清潔にも心がけている。

87
(34)

○栄養摂取や水分確保の支援
食べる量や栄養バランス、水分量が一日を通じて確
保できるよう、一人ひとりの状態や力、習慣に応じた
支援をしている。

食事量・水分量の確認を行い、生活記録表に記入している。一人ひとりの
状態に応じてキザミ食、ミキサー食、おかゆ、とろみで対応している。又、利
用者様の好きな飲み物を提供することで水分を摂取している。摂取量が
減った時はすぐに管理栄養士、医師に連絡し相談している。カロリーオー
バーにならないように体重のチェック表を作成し経過を見ている。



取り組みの事実
（実施している内容・実施していない内容）

取り組んでいきたい内容
（すでに取組んでいることも含む）

項目
○印　(取り
組んでいき
たい項目)

88
(35)

○感染症予防
感染症に対する予防や対応の取り決めがあり、実行
している(インフルエンザ、疥癬、肝炎、ＭＲＳＡ、ノロ
ウィルス等）。

手洗いうがいを徹底している。法人の感染防止マニュアルがあり、早期発
見・早期対応に心掛けている。毎食前、手指消毒を行い、お膳には消毒し
たおしぼりも用意している。面会時には手指消毒をしてもらい、必要に応じ
てマスクを着用してもらっている。法人の勉強会にも参加している。利用者
様、職員全員、インフルエンザの予防接種を受けている。

89

○食材の管理
食中毒の予防のために、生活の場としての台所、調
理用具等の衛生管理を行い、新鮮で安全な食材の
使用と管理に努めている。

ふきんなど台所用品を毎晩ハイターにつけ消毒している。食
材は消費・賞味期限を確認し、期限が近い物から順に使うよ
うにしている。食材は新鮮な内に食べて頂くようにしている。
無駄な買い置きはしていない。

90

○安心して出入りできる玄関まわりの工夫
利用者や家族、近隣の人等にとって親しみやすく、
安心して出入りができるように、玄関や建物周囲の工
夫をしている。

玄関のまわりには、紅白のもも・もっこうバラ・みかんが季節
折々に花をつけたり実をつけ、ガラスドアの玄関から四季の
様子を楽しむことができる。玄関は上がり框を設けており、普
通の家庭に入るような感覚で出入りができるようになってい
る。

91
(36)

○居心地のよい共用空間づくり
共用の空間(玄関、廊下、居間、台所、食堂、浴室、ト
イレ等）は、利用者にとって不快な音や光がないよう
に配慮するとともに、生活感や季節感など五感に働き
かける様々な刺激を採り入れて、居心地よく ・ 能動
的に過ごせるような工夫をしている。

リビングには季節の花を飾り、又、ひな祭や七夕などの季節
に応じた飾りを置き、季節を感じて頂けるように工夫してい
る。廊下にもソファーを置き仲の良い方同士でゆっくり過ごさ
れている。ベランダからも中庭が見え四季が感じられるように
なっている。

92

○共用空間における一人ひとりの居場所づくり
共用空間の中には、独りになれたり、気の合った利用
者同士で思い思いに過ごせるような居場所の工夫を
している。

リビングや廊下にソファーを置き思い思いに過ごして頂くこと
が出来る様に工夫し、絵画や花などで心地良い場所作りを
目指している。中庭にはデッキがあり、天気の良い日は外で
お茶を飲まれたりしている。

93
(37)

○居心地よく過ごせる居室の配慮
居室あるいは泊まりの部屋は、本人や家族と相談しな
がら、使い慣れたものや好みのものを活かして、本人
が居心地よく過ごせるような工夫をしている。

今までご本人が使われていた大切な道具や家具も持ち込まれ個
性あるお部屋作りを行っている。又、写真や花、ご自分で作られた
人形など馴染みの物を飾り、居心地良く過ごせる様工夫している。
亡くなられた息子様の写真にお花や、お饅頭などをスタッフと一緒
にお供えされている方もいる。

94

○換気・空調の配慮
気になるにおいや空気のよどみがないよう換気に努
め、温度調節は、外気温と大きな差がないよう配慮
し、利用者の状況に応じてこまめに行っている。

掃除の時や天気の良い日は時間を決め窓を開け、常に換気
を行っている。職員が臭いを感じた時は徹底して臭いの元を
探っている。

　２．その人らしい暮らしを支える生活環境づくり
　（１）居心地のよい環境づくり



取り組みの事実
（実施している内容・実施していない内容）

取り組んでいきたい内容
（すでに取組んでいることも含む）

項目
○印　(取り
組んでいき
たい項目)

95

○身体機能を活かした安全な環境づくり
建物内部は一人ひとりの身体機能を活かして、安全
かつできるだけ自立した生活が送ることができるように
工夫している。

玄関は家庭らしさと、生活感を出すためにあえて上り框を付
けているが、それ以外はバリアフリーでトイレ、浴室、廊下に
は手すりを設置してある。トイレも車椅子用と一般トイレがあ
り、利用者様に合わせ使い易い方を使用して頂いている。

96

○わかる力を活かした環境づくり
一人ひとりのわかる力を活かして、混乱や失敗を防
ぎ、自立して暮らせるように工夫している。

混乱を招く状態時には、職員で話し合い、その方に合った対応を
考え、安心に繋がるようにしてい。出来なくなった事をさりげなく援
助し、利用者様に恥をかかせないよう、尊厳を傷付けないように配
慮している。

97

○建物の外周りや空間の活用
建物の外周りやベランダを利用者が楽しんだり、活動
できるように活かしている。

中庭には花壇や畑があり、お世話を楽しまれている。広い
ウッドデッキには椅子とテーブルがあり、併設事業所利用者
様との共有スペースとして会話を楽しまれている。ベランダに
も家庭菜園や季節の花を植えており収穫を楽しみにされてい
る。

　（２）本人の力の発揮と安全を支える環境づくり



98
職員は、利用者の思いや願い、暮らし方の意向を掴
んでいる。

99
利用者と職員が、一緒にゆったりと過ごす場面があ
る。

100
利用者は、一人ひとりのペースで暮らしている。

101
利用者は、職員が支援することで生き生きした表情や
姿が見られている。

102
利用者は、戸外の行きたいところへ出かけている。

103
利用者は、健康管理や医療面、安全面で不安なく過
ごせている。

104
利用者は、その時々の状況や要望に応じた柔軟な支
援により、安心して暮らせている。

105
職員は、家族が困っていること、不安なこと、求めてい
ることをよく聴いており、信頼関係ができている。

106
通いの場やグループホームに馴染みの人や地域の
人々が訪ねて来ている。

107
運営推進会議を通して、地域住民や地元の関係者と
のつながりが拡がったり深まり、事業所の理解者や応
援者が増えている。

108
職員は、活き活きと働けている。

109
職員から見て、利用者はサービスにおおむね満足し
ていると思う。

110
職員から見て、利用者の家族等はサービスにおおむ
ね満足していると思う。

①毎日ある　　　　　　　　　②数日に１回程度ある
③たまにある　　　　　　　　④ほとんどない

①ほぼ全ての利用者が　　　　②利用者の２／３くらいが
③利用者の１／３くらいが　　④ほとんどいない

Ⅴ．サービスの成果に関する項目

項目
取り組みの成果

（該当する箇所を○印で囲むこと）

①ほぼ全ての利用者の　　　　②利用者の２／３くらいの
③利用者の１／３くらいの　　④ほとんど掴んでいない

①ほぼ全ての利用者が　　　　②利用者の２／３くらいが
③利用者の１／３くらいが　　④ほとんどいない

①ほぼ全ての利用者が　　　　②利用者の２／３くらいが
③利用者の１／３くらいが　　④ほとんどいない

①ほぼ全ての利用者が　　　　②利用者の２／３くらいが
③利用者の１／３くらいが　　④ほとんどいない

①ほぼ全ての利用者が　　　　②利用者の２／３くらいが
③利用者の１／３くらいが　　④ほとんどいない

①ほぼ全ての家族等と　　　　②家族の２／３くらいと
③家族の１／３くらいと　　　④ほとんどできていない

①ほぼ全ての家族等が　　　　②家族等の２／３くらいが
③家族等の１／３くらいが　　④ほとんどできていない

①ほぼ毎日のように　　　　　②数日に１回程度
③たまに　　　　　　　　　　④ほとんどない

①大いに増えている　　　　　②少しずつ増えている
③あまり増えていない　　　　④全くいない

①ほぼ全ての職員が　　　　　②職員の２／３くらいが
③職員の１／３くらいが　　　④ほとんどいない

①ほぼ全ての利用者が　　　　②利用者の２／３くらいが
③利用者の１／３くらいが　　④ほとんどいない


